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1  計画策定に当たって 
 

⑴ 総合計画とは 

総合計画は、まちづくりのあらゆる分野を網羅し、将来に向けて目指すまちの姿と進むべき基本的

な方向性を示すもので、総合的かつ計画的な市政運営を図るために策定する本市の最上位計画です。 

また、この計画は、市民、地域、事業者、団体、行政といった様々な地域社会の担い手が、本市の

目指すまちづくりの方向性を共有し、同じ方向を向いて協働のまちづくりを進めていくための道標と

しての役割を担うものです。 

 

⑵ 計画策定の趣旨 

本市は、平成17年４月に登米郡８町(迫町、登米町、東和町、中田町、豊里町、米山町、石越町、南

方町)と本吉郡津山町の合併によって誕生しました。 

本市が誕生してから20年の間に、本市を取り巻く社会経済情勢は著しく変化しています。人口減少

や少子高齢化が一層進展するとともに、生活を一変させた新型コロナウイルス感染症による地域経済

の低迷など、多くの課題への対応が必要となっています。 

近年における社会の変化は特に目まぐるしく、市民ニーズの多様化・高度化が一層進展しており、

協働のまちづくりの重要性が増しています。 

本市では、平成23年８月の地方自治法改正により、同法第２条第４項の規定に基づく市町村の基本

構想策定義務の廃止後にあっても、第二次登米市総合計画において、基本構想を本市の行政運営の長

期的なビジョンとして、基本計画とともに設定してきたところです。 

こうしたことを踏まえ、今後においても、引き続き基本構想と基本計画を示し、戦略的に推進して

いくことが、本市のまちづくりの推進には必要不可欠であると考えられることから、令和８年度以降、

新たな中長期的な展望のもと目指すべきまちの将来像を描き、その実現に向けた目標を明確にすると

ともに、令和８年度からの10年間に本市が取り組むべき重要政策をまとめた「第三次登米市総合計画」

を策定します。 
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⑶ 計画策定の視点 

計画策定の基本的な考え方は、次のとおりです。 

 

◆ まちづくりの方向性を示す最上位計画 

総合計画は、本市が目指す未来の姿と目標を明らかにし、まちづくりの方向性を示す最上位計画と

位置付けます。 

このため、各種個別計画の策定に当たっては、その方向性や施策について、総合計画と整合性を図

りながら、策定することとします。 

 

◆ 市民にわかりやすく、まちづくりの方向性が明確な計画 

計画の構成や表現を工夫し、市民に親しみやすく、わかりやすい内容にするとともに、市民の視点

に立った計画づくりを行います。 

 

◆ 社会背景を踏まえた今後のまちづくりが共有できる計画 

変化の激しい現代社会において、時代の要請（脱炭素、ＤＸ等）を把握し、市民ニーズに的確に応

えうる計画とします。 

 

◆ ＳＤＧｓの推進に向けた計画 

世界的に2030年までの達成を目指しているＳＤＧｓを推進するため、カーボンニュートラルをはじ

めとする17の目標と本市の取組を結び付け、ＳＤＧｓの推進に向けた計画とします。 

 

◆ 明確な進行管理が行える計画 

指標等により各施策の成果を明確化し、基本計画等に設定した項目の成果や効果を的確に検証でき

るよう、行政評価制度を活用し、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理が行える計画とします。 

 

◆ 効率的で実効性の高い計画 

厳しい財政状況の中にあっても、目標達成に向けた着実な計画の実現を図るため、施策の選択と集

中を行い、効率的で実効性の高い計画とします。 
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⑷ 計画の構成と期間 

本計画は、目標年度を令和17年度とし、基本構想、基本計画及び実施計画の３層構造で構成します。

なお、基本計画に示した施策の実施に当たっては、それぞれ個別の計画等により、その具現化を図り

ます。 

 

◆ 基本構想（令和８年度～令和17年度） 

まちづくりの基本的な理念や、目指すべき将来像、まちづくりの基本方向などを示し、長期的な視

点に立ったまちづくりの将来ビジョンを定めます。基本構想は、令和17年度を目標年次とします。 

 

◆ 基本計画（令和８年度～令和17年度） 

基本構想に掲げた目指すべき将来像を実現するための施策体系を示すもので、各施策の分野ごとに

本市の現状と課題を踏まえた、今後の方向や主要施策等を定めます。基本計画は、令和17年度までの

10年間を計画期間としますが、社会経済情勢の変化に的確に対応するため、策定後５年をめどに必要

に応じて見直しを行うことができるものとします。 

 

◆ 実施計画（毎年度策定） 

基本計画で示した施策体系に基づく具体的な事業計画で、毎年度の予算編成及び事業実施の指針と

なる事業計画を示すものです。基本構想や基本計画に示した将来ビジョンや施策は、行財政状況を勘

案しながら、実施計画で事業として具体化されることになります。実施計画は、第一次を令和８年度

から令和10年度までの３年間の計画期間とし、財政状況の変化等を勘案して、所要の補正を加えて見

直すローリング方式により、毎年度３年間の実施計画を策定します。 

 

総合計画の構成と期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

基本構想 

（政策） 

基本計画 

（施策） 

実施計画 

（事務事業） 

令和８年度 

（2026） 

令和12年度 

（2030） 

令和17年度 

（2035） 

10年 

前期５年 後期５年 

見直し 

▼ 

毎年度見直し 

▼ 

３年間の計画 

３年間の計画 

３年間の計画 

３年間の計画 

３年間の計画 

３年間の計画 … 
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⑸ 基本計画とＳＤＧｓ 

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）とは、2015年９月国連で採択された「持続可能な開発

目標」です。「誰一人取り残さない」という理念のもと、「世界の貧困をなくす」「持続可能な世界

を実現する」ことを目指した、2030年を達成期限とする17のゴール、169のターゲット及びその進展を

評価するための指針を持つ包括的な目標です。 

ＳＤＧｓの考え方は、第三次登米市総合計画に掲げるまちづくりの基本理念「協働による登米市の

持続的な発展」に合致していることから、基本計画にＳＤＧｓの多様な目標を取り入れるとともに、

本市が抱える諸課題を解決するため、ＳＤＧｓの達成に向けた取組を市民と連携しながら推進します。 

 

 

 

目標１ あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ 

目標２ 飢餓をゼロに 

目標３ あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する 

目標４ すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する 

目標５ ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る 

目標６ すべての人々に水と衛生へのアクセスを確保する 

目標７ 手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する 

目標８ すべての人々のための包摂的かつ持続可能な経済成長、雇用およびディーセント・ワークを推進する 

目標９ レジリエントなインフラを整備し、持続可能な産業化を推進するとともに、イノベーションの拡大を図る 

目標10 国内および国家間の不平等を是正する 

目標11 都市を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする 

目標12 持続可能な消費と生産のパターンを確保する 

目標13 気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る 

目標14 海洋と海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する 

目標15 森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る 

目標16 公正、平和かつ包摂的な社会を推進する 

目標17 持続可能な開発に向けてグローバル・パートナーシップを活性化する  
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2  登米市の概況 
 

⑴ 位置と地勢 

本市は、宮城県の北東部に位置し、北部は岩手県一関市に、西部は栗原市及び大崎市に、南部は石

巻市及び涌谷町に、東部は気仙沼市及び南三陸町に接し、市域面積は536.09㎢※1で、県全体の7.36％

を占める県内第５位の規模となります。 

本市と主要周辺部との直線距離は、仙台市まで70㎞、大崎市まで25㎞、石巻市まで30㎞、一関市ま

で30㎞です。 

地勢は、西部が丘陵地帯、東部が山間地帯で、その間は広大で平たん肥沃な豊饒大地登米耕土を形

成し、県内有数の穀倉地帯となっており、環境保全米発祥の地として、宮城米「ひとめぼれ」などの

主産地となっています。また、全国でも有数の肉用牛生産地として有名な地域です。 

河川は、迫川・夏川が本市のほぼ中央を北西から南東に貫流し、本市東側を北から南に流れる北上

川と旧北上川を介して合流しており、農業用水や上水道の水源になっています。 

また、本市北西部にはハクチョウやガンなどが飛来する伊豆沼・内沼をはじめ、長沼、南部には平

筒沼など湖沼も多くあります。これらの湖沼及びその周辺地区においては、ラムサール条約※2登録湿

地や本市の自然環境保全条例の保全地域などがあり、自然環境保全の取組が行われています。 

 

登米市の位置 

  

 
※1 国土地理院が、令和６年12月に公表した令和６年全国都道府県市区町村別面積調（10月１日時点）による。 

※2 ラムサール条約：国際条約「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」の通称。広く水辺の自然

生態系を保全することを目的とする。 



 

7 

⑵ 人口と世帯数 

本市の人口は、令和２年国勢調査において76,037人で、平成17年国勢調査時より約15％減少してい

ます。一方、世帯数は、令和２年国勢調査において25,697世帯で、最多だった平成27年からやや減少

したものの、平成２年からの30年間では増加しています。 

年齢３区分別人口は、平成２年から令和２年の30年間で、年少人口は20,010人から8,332人に、生産

年齢人口も61,084人から40,399人にそれぞれ減少していますが、高齢人口は、17,136人から26,956人

に増加しています。 

人口は減少傾向にある一方で世帯数は増加傾向にあり、核家族化が進行しています。また、高齢人

口の割合が21％を超えると超高齢社会といわれますが、本市においては、令和２年の時点で人口に占

める65歳以上の人口割合は35.6％となっており、少子高齢化が確実に進み、超高齢社会にあります。 

 

人口・世帯数の推移 

 

※ 人口の合計には、平成２年に1人、平成17年に３人、平成22年に108人、平成27年に250人、令和２年に350人の年齢不

詳者を含めているため、各年の年齢３区分別人口の合計数値とは一致しない。 

資料：総務省「国勢調査報告」（各年10月１日現在） 
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⑶ 就業構造 

本市の産業別に見た就業者の動向は、商業などに従事する第３次産業の就業者が増加傾向にありま

すが、農林業などに従事する第１次産業と製造業などに従事する第２次産業の就業者が大きく減少し

ています。特に、本市の基幹産業である農業などに従事する第１次産業の就業者の減少は著しく、平

成２年の13,405人から令和２年には4,962人となり、30年間で約63％減少しています。 

 

産業別就業者数の推移 

 

※ 就業者数の合計には、平成２年に20人、平成７年に33人、平成12年に12人、平成17年に84人、平成22年に1,866人、

平成27年に2,466人、令和２年に1,794人の分類不能の産業を含めているため、各年の産業別就業者数の合計数値とは

一致しない。 

資料：総務省「国勢調査報告」（各年10月１日現在） 
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⑷ 交通網 

道路網は、国道５路線、主要地方道８路線、一般県道15路線を骨格に形成されているほか、本市の

西側に沿って東北地方の大動脈である東北縦貫自動車道が走り、市東部には三陸沿岸道路が南北に走

っているなど、仙台港や仙台空港など仙台方面へのアクセスが良好です。 

現在、市中心部を横断し、東北縦貫自動車道と三陸沿岸道路を結ぶ、みやぎ県北高速幹線道路につ

いては、三陸沿岸道路登米インターチェンジから迫町北方地区までの区間の整備が進み、東北縦貫自

動車道や東北新幹線くりこま高原駅及び三陸沿岸道路までのアクセスが向上しています。 

また、三陸沿岸道路については、インターチェンジが市内に３カ所あり、そのうち１カ所にはパー

キングエリアが併設されています。 

鉄道網は、ＪＲ東北本線３駅とＪＲ気仙沼線３駅が設置されており、ＪＲ気仙沼線の一部区間では、

東日本大震災後に導入されたＢＲＴ（バス高速輸送システム）が運行されています。 

高速バス網は、仙台方面への高速バスの発着場が２カ所設置されています。 

 

交通網の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本図では、市内のインターチェンジ及び鉄道駅を視認しやすくするため、該当箇所を強調して表示している。 
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3  計画策定の背景 
 

⑴ 登米市を取り巻く情勢 

◆ 人口減少、少子高齢化のさらなる進展 

我が国では、人口減少、少子高齢化が急速に進展しており、令和２年の国勢調査において、約１億

2,615万人と、平成17年に比べて約162万人減少しています。国立社会保障・人口問題研究所の将来推

計（令和５年推計）によると、総人口は、令和52年には令和２年の約７割にまで減少し、65歳以上の

高齢人口は約４割を占めると推計されており、今後も人口減少、少子高齢化が一層進展していくこと

が見込まれています。 

本市においても、合併した平成17年の国勢調査で、約８万９千人であった人口は、令和２年の国勢

調査では約７万６千人となり、約１万３千人、割合にして約15％が減少しており、また出生数も年々

減り続けています。国立社会保障・人口問題研究所による推計人口（令和５年推計）では、本市の令

和17年の人口は、約５万８千人になることが予測されています。 

また、本市は転入者数を転出者数が上回る転出超過が続いており、特に15歳から24歳の年齢層にお

いて、進学や就職が要因と推測される人口流出が顕著な状況となっています。 

人口構造も変化しており、年少人口（０～14歳）と生産年齢人口（15～64歳）の割合が減少してい

る一方で、高齢人口（65歳以上）の割合は年々増え続けており、本市においても令和12年には高齢人

口が４割を超えるという予測も示されています。 

人口減少、少子高齢化が進むと、将来的な市税収入の減少につながり、財政運営に大きな影響を及

ぼすことが懸念されるとともに、地域防災力の低下や空き家などの増加による市街地のスポンジ化、

農林業などの担い手不足など、その影響はいたるところに波及していくものと想定されています。 

こうしたことから、今後は人口の減少幅を推計より緩やかにする取組と併せ、人口減少社会に対応

した施策の実施により、持続可能なまちづくりが必要とされています。 

 

◆ 安全・安心に対する意識の変化 

近年、国内では大きな地震や集中豪雨などの大規模な自然災害が頻発しています。 

犯罪に関しても、高齢者等を狙った特殊詐欺事件が急増するなど、日常生活における不安が高まっ

ており、市民の安全・安心な暮らしが脅かされています。 

本市においても、浸水被害等の発生や、振り込め詐欺の予兆とみられる電話の受信が確認されるな

ど、様々な分野において、安全・安心に対する懸念が増加傾向にあり、日ごろからの災害リスクの低

減に向けた取組や犯罪を未然に防ぐ取組が必要とされています。 

また、健康を取り巻く状況が大きく変化した現代においては、生活の質を維持しながら、社会全体

で健康リスクを低減し、安心して暮らせる社会の実現が求められている中、本市では、脳血管疾患・

心疾患による死亡率やこども、大人ともに肥満率が高いことが健康課題となっています。 

さらに、近年の新型コロナウイルス感染症の流行拡大など、これまでに経験したことのない病気へ

の対応や、少子高齢化に伴う医療需要の変化に対応した安定的な医療サービスの提供が必要とされて

います。  
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◆ 社会資本の老朽化と市街地のスポンジ化 

高度経済成長期に整備された道路や橋りょう、上下水道施設などの社会インフラは、我が国の発展

に大きく寄与してきましたが、近年、これら施設の老朽化が進行しており、今後の維持管理が課題と

なっています。 

本市においても、こうした社会資本の老朽化は、特に課題であり、今後も進行していくことが懸念

されています。 

また、市街地においては、人口減少、少子高齢化の進展に伴い、空き家や空き店舗の増加などによ

るスポンジ化が進行しています。 

今後、持続可能なまちづくりを推進していくためには、人口減少社会を見据えたコンパクトなまち

づくりが必要とされています。 

 

◆ 環境意識の醸成 

近年、地球温暖化が原因とみられる気候変動の影響により、猛暑や集中豪雨などの自然災害が各地

で頻発しており、地球温暖化対策など、脱炭素への意識が高まっています。 

国では「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現」を宣言し、脱炭素化に向けた取組を進

めています。 

本市においても、令和４年２月に、2050年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指す「ゼロカー

ボンシティ」を表明し、取組を進めていますが、今後は社会全体でこうした課題に対する機運の醸成

が必要とされています。 

 

◆ 担い手の高齢化と雇用情勢の変化 

多くの産業・業種において労働力不足が深刻化しており、中でも農業は、後継者不足と新規就農者

の減少も相まって、人手不足が一段と深刻さを増しています。本市においても、基幹産業である農林

業の担い手は高齢化が進むとともに、新規就業者が減少し、今後さらに担い手が不足していくことが

予想されており、人手不足の解消に向けた取組が必要とされています。 

また、雇用情勢においては、人口減少や働き方改革などにより、雇用形態や労働条件が変化してい

る中、企業等から若い世代の労働者需要が高まっており、地域の実情に合った雇用対策が求められて

います。 

本市においては、新規高卒者や大学卒業者等若い世代の労働者が不足することが懸念されるところ

でもあり、若者等の人材確保と定住の促進が重要な課題となっています。 

 

◆ 不透明な経済情勢 

新型コロナウイルス感染症の影響による急速な景気の悪化を経験した日本経済は、ロシアのウクラ

イナ侵攻や中東情勢の緊迫化、急激な円安の進行などによるエネルギー価格や生産コストの高騰など

により、依然として不透明な情勢にあります。 

こうした情勢は、地域経済にも波及し、本市においても、全国的な物価高騰のあおりを受けて、市

民生活は依然として不安定な情勢にあり、商工業や観光業など、市内経済への影響が懸念されていま

す。 
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◆ 生涯学習の充実とスポーツ活動の重要度の高まり 

人々の価値観やライフスタイルが多様化する中、市民がそれぞれのニーズに応じて学習し、地域社

会に関わっていくことが大事であるとともに、心身の健康増進、青少年の健全育成、地域の交流促進

や一体感を醸成する上で、スポーツ活動が重要です。 

本市においても、市民一人一人が自分に適した学習を選択できる機会や、それぞれのライフステー

ジに応じてスポーツ活動を気軽に楽しむことのできる環境づくりが必要とされています。 

 

◆ こどもの健やかな育ち 

こどもは社会の希望、未来をつくる力であり安心してこどもを産み、育てることができる社会の実

現は、社会全体で取り組まなければならない最重要課題の一つです。 

こどもの健やかな育ちは、社会の最大の資源となる「人」づくりの基礎となり、こどもの育ちと子

育てを支援することは未来への投資でもあり、幼少期の成育環境によって格差が生じてはなりません。 

本市においても、共働き世帯・核家族化が進む中で、こどもを安心して産み、育てられる環境の整

備が必要とされています。 

 

◆ 地域のつながりの希薄化と地域における担い手の後継者不足 

近年の少子化や核家族化など、現代社会の急激な変化を受けて、人の価値観や生活スタイルが多様

化しており、地域における人と人とのつながりの希薄化や地域コミュニティなどにおける担い手の後

継者不足等による地域活力の低下が懸念されています。 

こうした地域における課題は、互いの助け合いの精神で支え合ってきた、地域互助機能の低下や地

域文化の衰退などを招きかねません。地域社会を取り巻く環境が変わりつつある中、災害時の助け合

いなど、地域内のつながりがより重要視されており、本市においても、地域において互いに支え合う

環境づくりや地域における担い手の育成などが必要とされています。 

 

◆ デジタル技術の高度化と持続可能な行財政運営 

近年、スマートフォンを代表とする高度なデジタルツールが普及し、生活インフラとして定着し、

多くの業種・業態において、これまでにない新しい製品やサービス等が展開されています。こうした

中、我が国では、新型コロナウイルス感染症への対応において、国と地方との間で、横断的にデータ

が十分に活用できないことなど、様々な課題が明らかとなりました。 

本市においても、近年における目まぐるしいデジタル化の進展に迅速に対処するとともに、「新た

な日常」の原動力として、社会の変革に対応し、制度や組織の改革にデジタルを活用していく、いわ

ゆる本市全体のＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）が必要とされています。 

また、地方分権の進展により、自主性・自立性を高めた行財政運営への転換が求められている一方

で、世界的に不安定な経済情勢により、我が国においても物価高騰に拍車がかかっており、本市の行

財政を取り巻く状況は依然として厳しいものがあります。 

さらに、価値観の多様化などに伴い、行政に対するニーズは高度化・多様化してきています。 

こうした状況から、今後は、より効率的かつ効果的な行財政運営に取り組むとともに、市民と行政

との協働による持続可能なまちづくりが必要とされています。 
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1  基本理念 
 

基本理念は、長期的な観点から本市が目指す根本的な考え方で、その精神を簡潔に表現するものです。 

「登米市まちづくり基本条例」に掲げる基本理念『協働による登米市の持続的な発展』の精神は、

平成17年に本市が誕生してから、すべての市民が一体となって、共に進んでいく将来のまちづくりの

展望であり、今も変わっていません。 

条例に掲げる『協働による登米市の持続的な発展』を、引き続き、まちづくりの基本理念とします。 

◆ まちづくりの基本理念 ◆ 

協働による登米市の持続的な発展 

 

2  将来像 
 

誰もが夢や希望で笑顔に包まれ、豊かな自然と調和のとれた生活環境の中で、本市に住み続けたい、

住みたいと思うまちを目指し、第二次登米市総合計画において定めた『あふれる笑顔 豊かな自然 住

みたいまち とめ』を引き続き将来像に定めます。 

また、キャッチフレーズも、引き続き『夢・大地 みんなが愛する水の里』とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画では、「Ⅰ やすらぐまち」「Ⅱ にぎわうまち」「Ⅲ つながるまち」をまちづくりのキーワ

ードとして、それぞれが独立した位置づけではなく、３つの柱が相互に関連しながら施策を実施し、

将来像の実現を目指します。  

◆ 登米市の将来像 ◆ 

あふれる笑顔 豊かな自然 住みたいまち とめ 

◆ キャッチフレーズ ◆ 

夢・大地 みんなが愛する水の里 

 

  
Ⅱにぎわうまち Ⅲつながるまち 

【産業】 

【移住定住】 

【生涯学習・スポーツ】 

【こども】 

【市民協働・男女共同参画】 

【文化・交流】 

【行財政運営】 

Ⅰやすらぐまち 
【防災・安全】 

【健康・医療】 

【福祉・生活】 

【社会インフラ・環境】 
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3  将来人口 
 

本市の誕生以降、現在に至るまで人口の減少が続いており、今後もその傾向は続くものと想定され

ています。 

国立社会保障・人口問題研究所による推計人口では、本市の将来人口は、令和17年には６万人を下

回る58,371人となっています。 

本市が目標とする令和17年の人口は、国立社会保障・人口問題研究所による推計人口（約58,400人）

に、これまでの本市の動向や長期的な見通しを踏まえ、各種施策の実施による政策的増加人口を見込

んで次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

登米市の人口の推移と将来人口の推計 

 

※ 平成17～令和２年は国勢調査による数値で、令和７～17年は推計値を記載している。 

資料：令和２年の国勢調査に基づく国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和５年12月)」 
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83,969 
81,959 

76,037 

68,708 

63,390 

58,371 

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

H17 H22 H27 R２ R７ R12 R17

（人）

実績値（推計値） 目標値

実績値 推計値

◆ 将来人口の目標 ◆ 

61,000 人 
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4  土地利用 
 

⑴ 土地利用の基本的な考え方 

本市は、ラムサール条約湿地に登録されている伊豆沼・内沼及び蕪栗沼・周辺水田や北上川・迫川

等の湖沼・河川の水辺をはじめ、美しい山林を有し、豊富な自然環境に囲まれています。 

また、広大で平たん肥沃な豊饒大地登米耕土を利用した稲作等をはじめとする農業が基幹産業の一

つとなっています。こうした豊かな自然環境は、我々市民の大切な財産であり、地域固有の資源を確

実に未来へと維持、継承していくことが必要です。 

市土の均衡ある発展を図るため、地域の特性を活かしながら、総合的かつ計画的な土地利用を推進

し、将来にわたり自然と都市が調和した環境の保全を図ります。 

土地利用状況 

 

 合計 農地 森林 原野等 
水面・河川 

・水路 
道路 宅地 その他 

面積 
(ha) 

53,609 17,620 22,062 188 4,355 3,643 2,987 2,754 

資料：宮城県国土利用計画管理運営資料（令和５年４月１日現在） 

⑵ 地域特性によるエリアごとの方向性 

本市は、迫地域佐沼地区を中心に市街地が形成され、佐沼地区を中心として市内の各地域間を国道

及び主要地方道によるネットワークで結ぶ放射・環状型の都市構造を構成しています。今後も、三陸

沿岸道路やみやぎ県北高速幹線道路等の広域高速交通網の整備による波及効果を活かした都市的土地

利用を推進していきますが、インターチェンジの周辺などには広大な田園地帯が広がっており、無秩

序な土地利用の拡大を抑制し、健全な土地利用を誘導するため、都市的土地利用を図る区域と豊かな

自然や農地などを維持・保全する区域を明確にし、地域の特性を活かしながら自然環境との共生を図

ります。 

そのため、本市が有するそれぞれの地域特性を踏まえ、都市的連携エリア、田園居住共生エリア、

田園環境エリア、自然環境保全エリアの４つのエリアに分類し、それぞれのエリアごとの方向性を次

のとおりとします。 

農地

32.9%

森林

41.2%

原野等

0.3%

水面・河川・水路

8.1%

道路 6.8%

宅地

5.6%

その他

5.1%
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◆ 都市的連携エリア 

本市中心部又は中心部と隣接し、周辺地域と連携する、迫地域佐沼地区、中田地域加賀野地区、南

方地域北東部の商業が集積している地区を本市の都市的連携エリアと位置づけます。 

都市活動や市民生活の中心となるよう効率的な機能配置による利便性の高い市街地形成や周辺地域

との交通ネットワークの充実を図る一方、優良な田園環境の維持保全を図り、都市と田園が共生する

空間を形成します。 

◆ 田園居住共生エリア 

田園地帯や山間地帯に位置する、田園と共存する集落地を田園居住共生エリアと位置づけます。 

広大な優良農地と共存する田園集落の居住環境や景観を維持するとともに、地域の特性を生かした

魅力ある集落地を形成します。 

◆ 田園環境エリア 

北上川より西部の地域は、迫川流域を中心に広がる豊かな自然環境や広大な優良農地を有しており、

こうした市街地外に広がる自然環境、田園地帯を田園環境エリアと位置づけます。 

市街地外に広がる自然環境は、地域における貴重な財産として次世代に継承していくため、緑地や

農地等に関連する法令などにより、優良農地や良好な田園環維持保全を図ります。 

◆ 自然環境保全エリア 

北上川東側の森林を主体とする地域は、山々の緑や丘陵地の森林等、豊かで優れた自然環境を有し

ており、これらの地域を自然環境保全エリアと位置づけます。 

こうした本市を印象づける森林の空間は、豊かな自然環境や歴史遺産を後世に継承していくととも

に、林業による木材の生産地としての森林の維持と整備、水源のかん養などの機能を確保するよう保

全を図ります。 

土地利用の方向性 
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5  政策の大綱 
 

将来像『あふれる笑顔 豊かな自然 住みたいまち とめ』の実現を目指して、「Ⅰ やすらぐまち」

「Ⅱ にぎわうまち」「Ⅲ つながるまち」をまちづくりのキーワードとして、３つのまちづくりの基

本政策により、各分野における施策を展開します。 

また、その進捗状況を市民に分かりやすい形で提示するため、基本計画において主な施策の指標を

設定します。 

 

 

Ⅰ 自然と共生し安全・安心で穏やかに心やすらぐまちづくり 

本市が取り組む施策の根幹は、すべての市民の安全・安心の確保です。生命や財産を守り、穏やか

に、そして質の高い生活が送れるよう、安心感や快適さが得られるまちづくりを推進します。 

特に、防災対策の充実を図り、災害に強いまちづくりを推進するとともに、すべての市民が、個人

として尊重され、健康で自分らしく、いきいきと暮らせるまちを目指します。 

また、生活を支える社会インフラについては、上下水道における安定的なサービスの提供をはじめ、

道路網の充実を図り、利便性の向上を図ります。 

なお、都市機能と各地域拠点に関しては、中心市街地の活性化と併せ、それぞれの地域の特色を生

かしたまちづくりを推進するとともに、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考え方に基

づく、生活に必要な都市機能の維持と各地域拠点間を結ぶ公共交通ネットワークの充実により、持続

可能なまちづくりを推進します。 

さらに、2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」の実現に取り

組み、誰もが快適に暮らすことができ、地球にもやさしいまちを目指します。 

 

 

 

  

キーワード まちづくりの基本政策 

自然と共生し安全・安心で穏やかに心やすらぐまちづくり 

生き生きと人々が集い活力のあるにぎわうまちづくり 

ともに寄り添い、未来へつながるまちづくり 
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Ⅱ 生き生きと人々が集い活力のあるにぎわうまちづくり 

市民がいきいきと生業
なりわい

に励みながら、心豊かに暮らし、市内外から人が集い、にぎわう、活気ある

まちづくりを推進します。 

特に、農林業における担い手の育成や地元の雇用創出を図り、本市の産業を持続可能なものとし、

地域経済の発展を目指します。 

また、観光誘客や移住定住の促進により、人々が集いにぎわうまちを目指します。 

さらに、すべての市民が生涯を通じて自ら学び、日常的にスポーツ活動に励むことができる環境を

提供し、心豊かに暮らせるまちを目指します。 

 

 

 
 

 

Ⅲ ともに寄り添い、未来へつながるまちづくり 

市民とともに本市の基本理念を次世代へとつなぎ、持続・発展させていくという方向性のもと、市

民と行政との連携により、未来へとつなぐまちづくりを推進します。 

特に、将来の登米市を担うこどもたちが、豊かな感性や創造力を養い、健やかに成長できるよう、

子育てと学びの環境づくりを推進するとともに、文化財の保護や文化・芸術活動の充実を図り、これ

までの歴史や新たな文化を後世へとつなげます。 

また、コミュニティ組織等の地域づくり活動をはじめとする協働のまちづくりを推進するとともに、

男女が対等に責任を担いながらまちづくりに参画できる社会、仕事と家庭を両立できる環境の醸成を

図ります。 

さらに、デジタル技術の目ざましい発展を背景に、日々進化し続けているデジタル技術を活用し、

人口減少社会に対応した、人に優しいデジタル化を推進するとともに、効果的かつ効率的な行財政運

営に努め、持続可能な市政運営を推進します。 
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6  計画の体系 
 

 

  

Ⅰ 

やすらぐまち 
自然と共生し安全・安心で 

穏やかに心やすらぐまちづくり 

基本理念 将来像 まちづくりの基本政策 

協
働
に
よ
る
登
米
市
の
持
続
的
な
発
展 

あ
ふ
れ
る
笑
顔 

豊
か
な
自
然 

住
み
た
い
ま
ち 

と
め 

Ⅱ 

にぎわうまち 
生き生きと人々が集い 

活力のあるにぎわうまちづくり 

Ⅲ 

つながるまち 
ともに寄り添い、 

未来へつながるまちづくり 
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１ 防災・安全 
１ 防災・減災対策の推進 

２ 防犯・交通安全対策の推進 

２ 健康・医療 
１ 健康づくりの推進 

２ 地域医療の確保と救急体制の充実 

３ 福祉・生活 
１ 福祉の充実と権利擁護の推進 

２ 生活支援の充実 

４ 社会インフラ・環境 
１ 社会基盤の充実 

２ 環境保全とゼロカーボンシティ・循環型社会形成の推進 

 

 

 

１ 産業 

１ 農林業の振興 

２ 商工業の振興 

３ 観光物産の振興 

４ 起業支援・企業誘致の推進と雇用の創出 

２ 移住定住 １ 移住定住の推進と居住環境の確保 

３ 生涯学習・スポーツ 
１ 生涯学習の推進 

２ スポーツ活動の推進 

 

 

 

１ こども 
１ 子育て支援の充実 

２ 学校教育の充実 

２ 市民協働・ 

男女共同参画 
１ 市民協働・男女共同参画社会の推進 

３ 文化・交流 
１ 文化財の保護と文化・芸術活動の推進 

２ 国際交流・地域間交流の推進 

４ 行財政運営 
１ ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進 

２ 効率的な行財政運営の推進 
  

政策の分野 個別政策 

分
野
を
ま
た
ぐ
最
重
要
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
人
口
減
少
対
策
」 
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政策の分野：１ 防災・安全 

防災・減災対策の推進 

 

◆ 現状と課題 

⚫ 防災の基本的な考え方となる「自助」「共助」「公助」については、市民に浸透しつつあるものの、

東日本大震災からの経過に伴う危機感の低下が懸念されています。 

⚫ 近年の自然災害は、局地的に集中して雨が降るなど、予測困難で短時間のうちに甚大な被害が発

生するなど激甚化・頻発化しており、災害から市民の生命と財産を守るためには、防災と減災に

対する市民の意識啓発に継続的に取り組むとともに、自主防災組織や関係機関と連携した事前の

備えが重要となっています。 

⚫ これまでの取組により、市内すべてに自主防災組織が設置され、その活動においてリーダー的役

割を担う防災指導員の配置率も年々向上していますが、近年は、避難所運営や要配慮者への支援

など、災害対応における女性を含めた多様な視点での活動も重要視されていることから、各自主

防災組織等へ女性防災指導員を配置する取組が期待されています。 

⚫ 自然災害に加え火災等へ対応するため、消防車両等の適正管理や消防団員を確保していく取組が

必要であるほか、市民自らが火災等から身を守る取組も重要となっています。 

⚫ 自然災害以外での原子力災害や武力攻撃等への危機について、危機管理体制の充実を図るととも

に、防災力を向上させるため、市民と行政、防災関係機関が一体となった防災・減災対策の推進

が必要とされています。 

 

◆ 基本方針 

地域における防災講話や防災訓練、学校における防災学習の実施など、市民の防災意識を高めること

で、市民自らが災害から身を守る取組や、自主防災組織の育成による自発的な防災活動を促進し、地域

防災力の向上に取り組むとともに、様々な災害に対応していくため、消防・防災機能の強化を図り、災

害に強い、安全・安心なまちづくりを進めます。 

 

◆ 代表的な指標 

指標名 
現状値 

令和６年度 

中間目標値 
令和12年度 

目標値 
令和17年度 

女性防災指導員配置率 19.3％ 50.0％ 70.0％ 

住宅用火災警報器条例適合率※ 56.9％ 85.0％ 100.0％ 

※ 寝室、寝室がある階の階段及び台所の全てに警報器の設置。  

個別政策 

Ⅰ-1-1 
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Ⅰ やすらぐまち 

 

  

 

 

◆ 代表的な指標の推移 

 
資料：登米市総務部 防災危機対策室調べ（各年度） 

 

◆ 主な施策 

施策 施策の取組 

１ 防災対策の充実  防災意識の啓発と地域防災力の向上の推進 

県など関係機関と連携した事前対策の充実を図り、原子力災害時における避

難計画の実効性向上、防災訓練等の実施による防災意識の向上と地域防災力の

向上を図るとともに、洪水ハザードマップ等の見直しを行い内水等の浸水想定

区域についても広く周知するなど、防災対策の充実を図ります。 

 迅速で正確な防災情報伝達手段の確保 

多様化しているライフスタイルの変化に対応した防災情報提供の充実を図

ります。 

２ 消防防災体制の充実  消防車両等の整備 

消防車両等整備計画に基づく消防車両、防火水槽等の整備を行い、消防力の

充実を図ります。 

 消防団員確保と分団等再編による適正かつ効率的な体制整備 

青年層や女性の加入を促進するとともに、少子高齢化を見据えた分団等の再

編を図ります。 

 住宅用火災警報器の設置の推進 

女性防火クラブなど関係団体と連携し、住宅用火災警報器の条例適合率の向

上を図ります。 

  

7.3 7.3 7.3 7.3 

9.3 

13.0 

15.7 
17.0 

18.3 
19.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

（％） 女性防災指導員配置率（女性防災指導員を配置している自主防災組織の割合）の推移
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（続き） 

施策 施策の取組 

３ 災害に強いまちづくり

の推進 

 災害時に迅速に対応できる体制の整備 

災害時応援協定に基づく協定締結先との連携強化と非常用食料や毛布等の

備蓄品を確保するとともに、避難所の環境向上を図ります。 

 災害時における初動体制の確立 

自主防災組織の初動対応訓練の実施やリーダー養成を推進します。 

 避難行動要支援者等災害弱者の安全確保 

関係機関や自主防災組織等と連携し、避難支援体制の充実を図ります。 

 武力攻撃等に対応した危機管理体制の充実 

武力攻撃等への災害に対応するため、国民保護計画に基づき、市民に対する

危機管理体制の充実を図ります。 

 浸水被害等の防止対策 

河川等に堆積した土砂撤去を行い、排水機能の保全に努めます。現在対象と

している18河川の事業推進を図るとともに、対象河川を追加して全体計画の見

直しを進めます。 

 木造住宅の耐震化への支援 

建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく木造住宅の耐震化への取組

を支援します。耐震化率の向上に向け、耐震診断及び耐震改修工事への助成に

継続的に取り組み、住宅耐震化による建物の倒壊リスク軽減に努めます。 

 災害時における水道水の安定供給 

災害等緊急時における水道水の融通のため、緊急時用連絡管の整備を進めま

す。 
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Ⅰ やすらぐまち 

 

 

 

 

 

 

◆ 主な個別計画等 

⚫ 登米市地域防災計画 

⚫ 登米市国民保護計画 

⚫ 登米市消防計画 

⚫ 登米市耐震改修促進計画 
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政策の分野：１ 防災・安全 

防犯・交通安全対策の推進 

 

◆ 現状と課題 

⚫ これまでの防犯・交通安全対策については、市民からも評価されつつあり、防犯・交通安全意識

の向上につながっています。 

⚫ 防犯については、刑法犯認知件数は減少傾向にありましたが、近年は増加傾向にあり、また特殊

詐欺においては手口が複雑化・巧妙化しています。 

⚫ 交通安全については、交通事故の発生件数は減少傾向にあるものの、近年は横ばいとなっていま

す。また、死亡事故は依然として発生しているほか、全国的にこどもが犠牲となる事故や、あお

り運転、高齢ドライバーによる事故などが大きく報道されています。 

 

◆ 基本方針 

犯罪や交通事故のない安全・安心な地域社会の実現に向けて、地域が一体となった防犯・交通安全の

推進に取り組みます。 

防犯については「地域の安全は地域で守る」という市民一人一人の意識啓発を図り、自主的な防犯活

動を促し、犯罪のない明るく住みよいまちづくりに取り組みます。 

交通安全対策については、市民一人一人が交通安全に対する意識を高めるとともに、交通ルール遵守

の徹底を図り、交通事故のない安全な社会の実現に取り組みます。 

 

◆ 代表的な指標 

指標名 
現状値 

令和６年度 

中間目標値 
令和12年度 

目標値 
令和17年度 

刑法犯認知件数※ 
371件 

（令和６年） 

260件 

（令和12年） 

180件 

（令和17年） 

交通事故発生件数※ 
95件 

（令和６年） 

85件 

（令和12年） 

75件 

（令和17年） 

※ １月から12月までの数値 
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◆ 代表的な指標の推移 

 
資料：宮城県警察本部 「犯罪統計書」及び「みやぎの交通事故」（各年） 

◆ 主な施策 

施策 施策の取組 

４ 防犯対策の充実  地域をあげた防犯活動の推進 

防犯協会など関係機関等と連携した防犯活動を実施します。 

 正確かつ迅速な情報提供と防犯意識の啓発 

広報紙やメール配信サービス等を活用した防犯情報の提供と防犯意識の啓

発を図ります。 

 犯罪等を未然に防ぐ環境づくりの推進 

防犯灯整備の推進や保全に努め、夜間における犯罪等の発生を未然に防止し

ます。 

 特殊詐欺等の未然防止 

オレオレ詐欺をはじめとする特殊詐欺や悪質商法の被害に遭わないよう、啓

発と相談に努め、被害の未然防止を図ります。 

５ 交通安全対策の充実  見守り活動や街頭活動の実施 

地域の実情に合わせた、地域見守り活動や街頭指導を交通安全協会等の関係

機関と連携して行い、交通事故の防止を図り、こどもの安全を確保します。 

 交通ルール遵守の徹底と交通安全思想の普及啓発 

こどもや高齢者等の事故防止のための交通安全教室等を実施し、交通ルール

遵守の徹底と、交通安全思想の普及を図ります。 

 交通事故を未然に防ぐ環境の整備 

カーブミラー等の交通安全施設の整備を進めます。また、交通量が多い交差

点、特に通学路となっている道路については、必要に応じて信号機の設置や改

修を関係機関に対して要望するなど、交通死亡事故等の重大事故の発生を防止

します。 

◆ 主な個別計画等 

⚫ 登米市防犯指導員規則 

⚫ 宮城県交通安全計画 

⚫ 登米市交通安全指導員規則 
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政策の分野：２ 健康・医療 

健康づくりの推進 

 

◆ 現状と課題 

⚫ 健康づくりの取組については、これまでの市民ニーズに沿った取組により、市民の満足度も高く、

市民に受け入れられつつあります。本市の健康寿命は、県平均と比較して低い状況にあり、今後

も継続して健康寿命の延伸に取り組む必要があります。 

⚫ 本市では、脳血管疾患や心疾患で死亡する人の割合が、男女ともに全国の値と比較して高い状況

にあります。また、生活習慣病などのリスクが高まる肥満の割合が、大人・こどもともに高いな

どの健康課題があります。 

⚫ 本市では、健診結果に基づく、特定保健指導の実施率が低いことや、要医療該当者が未受診であ

ることなどの現状があり、今後も継続して生活習慣病の改善に取り組む必要があります。 

 

◆ 基本方針 

生活習慣や社会環境の改善を通じ、健康寿命の延伸を目指します。 

また、市民一人一人が生きがいを持ち、ライフステージに応じて健やかで心豊かに生活できるよう、

地域に根ざした健康づくりに取り組みます。 

さらに、市民・地域・団体・企業との協働により、健康なまちづくり及び食育を推進します。 

 

◆ 代表的な指標 

指標名 
現状値 

令和６年度 

中間目標値 
令和12年度 

目標値 
令和17年度 

健康寿命 

男性78.90年 

（令和４年※） 
81.54年 82.84年 

女性83.53年 

（令和４年※） 
85.11年 86.03年 

※ 代表的な指標の「健康寿命」は、出典元のデータ公表時期の都合上、現状値は令和４年の数値を掲載している。 
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◆ 代表的な指標の推移 

  
資料：宮城県保健福祉部「データからみたみやぎの健康」 

◆ 主な施策 

施策 施策の取組 

６ 健康づくりの推進  市民との協働による健康づくりの推進 

ライフステージに応じた生涯にわたる健康の保持増進を図るため、市民・地

域・企業・関係機関・行政が協働して健康づくりや食育を推進します。 

 親と子の健康づくりの推進 

健全な成長や発達を促すための乳幼児健診や相談事業を充実するとともに、

こどもの頃からの望ましい生活習慣の定着に向け、関係機関と連携し親子の健

康づくりを推進します。 

 生活習慣病予防及び介護予防の推進 

各種健診による健康状態の把握や病気の早期発見、事後指導を強化し、さら

に、適塩推進事業やウォーキング事業の健康教育等を実施することで、生活習

慣病予防及び介護予防に取り組みます。 

 心の健康づくりの推進 

不安や悩みを抱えている当事者やその家族等に対する相談体制の充実を図

るとともに、互いに支えあえる体制づくりを目指します。 

７ 感染症予防対策の推進  感染症予防の正しい知識の普及啓発と予防接種の推進 

感染症の正しい知識や情報の普及啓発に努めるとともに、予防接種の機会の

確保と、受けやすい体制の整備に努めます。 

◆ 主な個別計画等 

⚫ 元気とめ食育21計画 

⚫ 登米市自死対策計画 

⚫ 登米市新型インフルエンザ等対策行動計画  
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政策の分野：２ 健康・医療 

地域医療の確保と救急体制の充実 

 

◆ 現状と課題 

⚫ 地域医療については、医師・看護師等の不足や偏在、少子高齢化に伴う医療需要の変化、新興感

染症への対応などから、医師をはじめとする医療従事者の確保や市内外の関係医療機関等との連

携による安定した医療の提供が必要とされています。 

⚫ 地域の中核病院である登米市民病院については、非常用電源設備が地下階にあることや、本館と

南館との通路に段差があることなどが、防災面・機能面での課題となっています。 

⚫ 救命率の向上に向けた事業は市民の関心も高く、一定の理解を得られており、今後も継続して応

急手当事業の推進に取り組み、多くの市民に応急手当の重要性を働きかけることが必要とされて

います。 

⚫ より適切な救急活動を目指し、救急救命士の養成や高規格救急車等の資機材整備及び搬送体制の

強化が必要とされています。 

 

◆ 基本方針 

市民が安全・安心に暮らせるよう、地域医療の確保及び救急体制の充実に取り組みます。 

地域医療については、各医療施設の役割を明確化し、機能分化と連携強化を推進するとともに、地域

内で継続性のある医療提供が図られるよう関係機関との連携体制を強化します。 

また、医師・看護師等の医療従事者の確保と適切な配置によって、誰もが安心して医療が受けられる

体制を整備し、持続可能な病院経営を目指します。 

救急体制については、救命率の向上を目指し、より多くの市民が救命救急に関する理解を深めるため、

普及啓発事業の継続及び強化に取り組みます。 

また、多様化・複雑化している救急において、救急救命士が有効かつ高度な救命活動ができるよう、

高規格救急車の計画的な更新を図るとともに、医療機関との更なる連携強化に努め、広域で効果的な救

急搬送を目指します。 

 

◆ 代表的な指標 

指標名 
現状値 

令和６年度 

中間目標値 
令和12年度 

目標値 
令和17年度 

救急搬送応需率（登米市民病院） 90.3％ 92.5％ 94.6％ 

普通救命講習等受講者数 3,520人 3,500人 3,500人 
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◆ 代表的な指標の推移 

 
資料：登米市消防本部 警防課調べ 

 

◆ 主な施策 

施策 施策の取組 

８ 地域医療の確保  役割・機能の最適化と連携強化 

登米市民病院に急性期医療を集約し、米谷病院と豊里病院が回復期及び慢性

期医療を担う機能分化を、豊里老人保健施設がリハビリテーションを中心とし

た医療と介護を一体的に提供する体制を継続するとともに、関係医療機関等と

の連携強化を図りながら、地域医療の提供体制の確保に努めます。 

 医師・看護師等の確保と働き方改革 

医師・看護師等の医療従事者の確保に努めるとともに、医師の働き方改革へ

の適切な対応と働きやすい環境整備に向けた取組を進めます。 

 経営形態の見直し 

病院事業の経営改善に向けた取組を進め、医療環境の変化に速やかに対応で

きる望ましい経営形態のあり方について検討を進めます。 

 新興感染症の感染拡大時に備えた平時からの取組 

適切な感染防止対策によって、必要な医療提供体制の整備と取組を強化する

とともに、感染まん延期においては速やかな病床確保に努めます。 

 施設・設備の最適化 

今後の病院事業の施設全体のあり方について検討を重ねながら、登米市民病

院の施設整備に向けた取組を進めます。 

 経営の効率化 

病院事業の経営健全化に向け、経営の効率化や収支の改善につながる取組を

進めます。 
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（続き） 

施策 施策の取組 

９ 救急体制の充実  応急手当の普及・啓発 

救急車の到着までに必要な応急手当の重要性の認識と手技の習得を図ると

ともに、市民のニーズにあった各種講習会の実施に取り組みます。 

 迅速かつ適切な救急活動 

救急救命士をはじめとする救急隊員の養成とともに、各種研修会の参加や教

育訓練の充実に努め、円滑な救急活動を目指します。 

 救命資機材の充実化 

多様化する救急現場に対応するために、最新の救急資機材の導入を考慮した

高規格救急車の計画的な更新に取り組みます。 

 適切な搬送体制の強化 

緊急性や重症度の高い傷病者や専門的な疾病の傷病者に対し、適切な医療機

関へ迅速な搬送を行えるよう、ドクターヘリや市内外の医療機関との連携強化

を図ります。 
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◆ 主な個別計画等 

⚫ 登米市病院事業中長期計画 

⚫ 登米市消防計画 
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政策の分野：３ 福祉・生活 

福祉の充実と権利擁護の推進 

 

◆ 現状と課題 

⚫ 高齢者世帯の増加、ひとり親家庭等の増加など、社会情勢の変化に伴い、地域社会では、相互機

能の低下や一体感の希薄化が懸念されています。高齢化が一層進展する中で、地域全体で支える

体制づくりを進めていくことが必要とされています。 

⚫ 障がい者福祉については、高齢化や多様化、親亡き後を見据えた、ライフステージを通じた支援

が必要とされています。 

⚫ 福祉や権利擁護については、取組に対する市民の理解が進んできていますが、今後も継続した取

組が必要とされています。 

 

◆ 基本方針 

高齢者については、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、在宅福祉サービス等の充実を図

るとともに、住まい・医療・介護・介護予防・生活支援の各分野が互いに連携しながら一体的に地域包

括ケアシステムを推進します。 

また、障がい者が地域社会の中で自分らしく笑顔で暮らしていけるよう、福祉サービスや生活の場の

充実を図るとともに、地域全体で支える体制づくりを支援します。 

さらに、ひとり親家庭の方が安心して子育てをしながら生活することができるよう、生活の安定と自

立に向けた支援に取り組みます。 

権利擁護については、市民一人一人が人権を相互に認め合う、差別のない人権意識の高いまちづくり

に取り組むとともに、暴力根絶に向けた取組強化など、市民への啓発活動を推進します。 

 

◆ 代表的な指標 

指標名 
現状値 

令和６年度 

中間目標値 
令和12年度 

目標値 
令和17年度 

認知症サポーター養成講座 

受講者数（累計） 
7,880人 11,300人 14,700人 

ミニデイサービス・シニアサロン 

開催行政区数（全302行政区中） 
255行政区 284行政区 302行政区 

ミニデイサービス・シニアサロン 

開催回数 
3,314回 4,160回 4,760回 

65歳以上の元気な高齢者の割合 

（65歳以上人口のうち要支援・要

介護の認定を受けていない方の割

合） 

79.6％ 80.3％ 80.3％ 

個別政策 
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◆ 代表的な指標の推移 

 
資料：キャラバンメイト連絡協議会調べ（各年度） 

 

◆ 主な施策 

施策 施策の取組 

10 地域福祉の推進  共に支えあう仕組みづくりの推進 

支援を必要とする当事者や地域住民、行政、福祉団体等が共に支えあう仕組

みづくりを進め、住み慣れた地域での安心した生活の実現を目指します。 

 人格と個性の尊重 

市民一人一人が互いに人格と個性を尊重し、思いやりを持った生活を送るこ

とができる地域づくりを進めます。 

 地域での共助による福祉活動の活性化 

地域福祉コミュニティの形成を支援し、地域での共助による福祉活動の活性

化を図ります。 

11 高齢者福祉の充実  生きがいづくりや社会参加の推進 

生きがいづくりや社会参加を推進し、高齢者の孤立防止を図ります。 

 在宅福祉サービスの充実 

在宅高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、日常生活支援の充実

を図ります。 

 認知症の方やその家族への支援の推進 

認知症の方やその家族が住み慣れた地域で生活を続けることができるよう、

地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図るとともに、早期診断・

早期対応に向けた支援体制の充実を図ります。 
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（続き） 

施策 施策の取組 

12 障がい者（児）福祉の

充実 

 地域での支援体制の充実 

地域での支援体制の充実を図り、障がい者が安心して生活できる環境の整備

を推進します。 

 障がい福祉サービスの提供 

障がい者が自立した社会生活や社会参加を行えるよう、適切な介護支援や就

労支援等の福祉サービスの提供を図ります。 

 障がい者やその家族への相談支援体制の充実 

地域・教育・保健・医療・福祉の各分野が一体となり、障がい者やその家族

への相談支援体制の充実を図ります。 

13 介護保険事業の推進  介護サービスの体制整備の推進 

要介護者等やその家族のニーズに即した介護サービスが利用できるよう、介

護サービスの体制整備を推進します。 

 介護保険制度の普及啓発活動の推進 

普及啓発活動を推進し、介護保険制度に対する市民の理解を深めます。 

 介護予防の充実 

介護予防の充実を図り、高齢化の進展に伴う要介護者の増加抑制を図りま

す。 

14 権利擁護の推進  高齢者や障がい者等の権利擁護の推進 

成年後見制度や日常生活自立支援事業を活用し、認知症や障がい等により判

断能力が十分でない方の権利擁護を推進します。 

 当事者や養護者などに対する支援や指導の強化 

高齢者や障がい者の虐待防止のため、当事者や養護者などに対する支援や指

導の強化を図ります。 

 あらゆる暴力や差別の根絶に向けた市民意識の向上と相談の促進 

様々なハラスメントや差別、偏見、ドメスティック・バイオレンスの根絶に

向けた意識啓発に努めるとともに、相談体制の充実を図るため、関係機関との

連携強化に取り組みます。 

 ハンセン病に対する正しい知識の普及啓発の推進 

ハンセン病の正しい知識や情報を伝えるため、東北新生園と連携しながら施

設や所蔵資料の活用による普及啓発を図るとともに、小・中学校の総合的な学

習時間を活用した人権教育などに取り組みます。 

15 母子・父子家庭福祉の

充実 

 経済支援が必要な家庭の負担軽減 

児童扶養手当の支給や医療費助成を行うとともに、公営住宅への優先入居等

の支援を行い、経済支援が必要な家庭の負担軽減を図ります。 

 資格取得の促進 

高等職業訓練や自立支援教育訓練を活用した資格取得を促進し、自立と安定

した生活を支援します。 

 相談支援体制の充実 

個々の状態に応じた適切な支援につながるよう、民生委員・児童委員や社会

福祉協議会、家庭児童相談員等による相談支援体制の充実を図ります。 
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（続き） 

施策 施策の取組 

16 地域包括ケア体制の 

充実・強化 

 医療・介護・福祉の関係機関の相互連携 

市民が可能な限り、住み慣れた地域で生活を送れるよう、必要とされる医療

及び介護等のサービス提供につなげていくことにより、地域包括ケア体制の充

実を図ります。 

 

◆ 主な個別計画等 

⚫ 登米市地域福祉計画 

⚫ 登米市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

⚫ 登米市障がい者プラン 

⚫ 登米市人権擁護に関する条例 

⚫ 登米市子ども・子育て支援事業計画 
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政策の分野：３ 福祉・生活 

生活支援の充実 

 

◆ 現状と課題 

⚫ 本市の生活保護率は減少傾向にありますが、高齢者世帯や単身世帯における生活保護の受給割合

は増加傾向にあり、生活困窮者を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。 

⚫ 消費者を取り巻く環境は、社会情勢の変化に伴い、消費者問題も複雑多様化かつ悪質化しており、

深刻な消費者被害への対応が必要とされています。 

⚫ 医療保険を取り巻く状況は、国保では加入者の年齢構成が高いことや、医療技術の進歩に伴う医

療内容の高度化により、医療費が増加傾向にあるため、運用が厳しい状況にあります。 

◆ 基本方針 

生活に困窮する市民又は家庭における問題を抱えている市民に対し、経済・精神面の継続的な生活支

援を行い、健康で安定した生活を送れるよう取り組みます。 

また、市民の深刻な消費者被害に対応するため、問題解決に向けた相談業務を実施するとともに、多

重債務や特殊詐欺などの被害防止に努めます。 

さらに、医療保険制度の適正な運用を図りながら、国民年金制度の啓発と相互支援を図り、すべての

市民が将来にわたり健康で文化的な生活を営めるよう取り組みます。 

◆ 代表的な指標 

指標名 
現状値 

令和６年度 

中間目標値 
令和12年度 

目標値 
令和17年度 

生活保護率※１ 8.42‰ 8.24‰ 8.05‰ 

生活保護から就労により脱却した

延世帯数※２ 
９世帯 20世帯 40世帯 

国保特定保健指導実施率※３ 
21.7％ 

（暫定値） 
34.0％ 38.0％ 

※１ 生活保護率の単位 ‰（パーミル）：千分率  ※２ 現状値は令和６年度単年の実績値   

※３ 国保特定保健指導実施率の現状値は暫定値 

◆ 代表的な指標の推移 

 
資料：宮城県保健福祉部 社会福祉課「生活保護速報」（各年度）  
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◆ 主な施策 

施策 施策の取組 

17 低所得者福祉等の充実  生活困窮者の自立支援 

複合的な問題を抱える生活困窮者に対して、個々の状況に応じた支援を包括

的に行うなど、早期の自立に向けた支援を行います。 

 多様化する生活相談ニーズへの対応 

多様化する生活相談ニーズに対応するため、自立相談支援機関の相談支援機

能の充実に努め、ハローワークなどの関係機関と連携して、自立に向けた支援

に取り組みます。 

18 生活保護支援  生活保護費の適正給付 

きめ細かな面接相談等により要保護者の実態把握に努め、生活保護費の適正

な給付を行います。 

 早期の経済的自立支援 

ハローワークや関係機関と連携した被保護者就労支援事業の実施により、切

れ目のない継続した自立支援に取り組みます。 

 実情に即した支援 

民生委員・児童委員や関係機関と連携し、被保護者の実情に即し充実した相

談・支援を行います。 

19 消費生活対策等の充実  多重債務や特殊詐欺被害などの未然防止 

消費者問題に関する出前講座を開催するなど、啓発活動を推進します。 

 消費生活相談体制の充実 

弁護士・司法書士との連携や相談員の能力向上を図るなど、消費生活相談体

制の充実に努め、市民の消費者被害に対応します。 

20 医療保険の適正な運用  国民健康保険制度の適正かつ健全な運営の推進 

国民健康保険制度の普及に努めるとともに、医療費の適正化、特定健康診査

等の実施、国保税の収納率向上等に取り組みます。 

 後期高齢者医療保険制度の適切な運営の推進 

後期高齢者医療制度の普及に努め、後期高齢者の健康保持と適切な制度運営

を推進します。 

 受診機会の確保と経済的負担の軽減 

障がい者や母子・父子家庭、こどもの医療費の自己負担額を助成します。 

21 国民年金制度の適正な

運用 

 国民年金制度の普及と相談業務の充実 

国民年金制度の普及に努めるとともに、年金事務所と協力連携し相談業務の

充実を図り、確実な受給権の確保に努めます。 

 

◆ 主な個別計画等 

⚫ 登米市国民健康保険保健事業実施計画・特定健康診査等実施計画 
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政策の分野：４ 社会インフラ・環境 

社会基盤の充実 

 

◆ 現状と課題 

⚫ 人口減少・少子高齢化の進展による中心市街地のにぎわいや活力の低下、各地域に立地している

多くの公共施設やインフラ施設の老朽化が進んでおり、機能の維持・更新が課題となっています。 

⚫ 豊かな自然環境や各地域にある歴史・文化的資源などの景観の保全、近くの遊び場と憩いの場で

ある公園施設の適正な維持管理が必要とされています。 

⚫ 本市の公共交通については、今後、高齢化の進展によって、交通弱者が増加すると見込まれてお

り、買い物などの移動手段の確保が必要とされています。 

⚫ 上下水道の整備については、これまでの取組に対する市民理解が浸透しつつありますが、上水道

については水道施設や基幹管路、下水道についても処理施設や管路の、計画的な更新等によるサ

ービスの継続が必要とされています。 

 

◆ 基本方針 

人口減少社会を見据えたコンパクトで持続可能なまちづくりに向けて、公共施設やインフラ施設の機

能の維持・更新に取り組むとともに、地域特有の景観の保全と併せ、豊かな自然や優良農地などの保全

に向けて適正な土地利用の誘導に取り組みます。 

また、道路や橋りょうについては、計画的で効率的な整備や維持管理に取り組み、機能を維持し、上

下水道についても、計画的な施設の整備・更新を進めます。 

 

◆ 代表的な指標 

指標名 
現状値 

令和６年度 

中間目標値 
令和12年度 

目標値 
令和17年度 

人口１人当たりの公共交通（市民

バス、住民バス、デマンド型乗合

タクシー）年間利用回数 

3.93回/人 4.39回/人 4.68回/人 

上水道有収率 79.5％ 88.2％ 90.0％ 

汚水衛生処理率※ 74.7％ 78.8％ 82.9％ 

※ （水洗化人口（水洗便所設置済人口）÷登米市人口）×100 で算出 
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◆ 代表的な指標の推移 

 
資料：登米市まちづくり推進部 市民協働課調べ（各年度） 

 

 

資料：登米市上下水道部 経営総務課調べ（各年度） 
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◆ 主な施策 

施策 施策の取組 

22 良好な土地利用の推進  中心市街地の活性化と地域拠点の振興 

中心市街地への都市機能のゆるやかな誘導と、公共施設の多機能化や複合化

等により、にぎわい・活力のあるコンパクトな中心市街地の形成に取り組むと

ともに、地域拠点については、それぞれの地域の特色を生かしたまちづくりへ

向けて、生活利便施設の維持に努めます。 

 土地利用の誘導 

用途地域や農業振興地域農用地等の指定により、都市的土地利用を図る区域

と豊かな自然や優良農地などを維持・保全する区域を明確にし、無秩序な土地

利用の拡大抑制とともに、適正な土地利用の誘導に取り組みます。 

23 良好な景観の保全  景観づくりの推進 

豊かな自然環境や歴史・文化的資源などの地域特有の景観の保全に向けて、

地域と共に良好な景観づくりに取り組みます。 

24 公園・緑地の充実  魅力ある施設の提供 

誰もが安全に楽しめる公園を提供するとともに、施設の適正な維持管理に取

り組みます。 

 地域の実情に応じた公園の再編 

施設の利用状況等に応じて遊具を集約するなど、公園機能の維持に取り組み

ます。 

25 公共交通機関の整備・

充実 

 持続可能な公共交通ネットワークの構築 

地域内・地域間の移動手段を各交通施策で確保するとともに、各交通モード

との連携によって、きめ細かな移動サービスを構築します。 

 市民ニーズに対応した路線やダイヤの見直し 

移動ニーズに対応したバスの路線やダイヤの見直しを進め、利便性の向上に

努めます。 

26 道路網の整備  道路インフラの機能維持 

計画的で効率的な修繕に取り組み、道路や橋りょうなどの道路インフラの機

能維持に努めます。 

 安全で利便性の高い道路整備 

集落内の狭あい道路や集落間の一部未改良道路の整備に取り組み、地域の均

衡ある発展と安全性及び利便性の向上を図ります。 

 幹線道路等の整備促進 

利便性が高く、安全で快適な幹線道路ネットワークを形成するため、骨格と

なる市道整備を進めるとともに、みやぎ県北高速幹線道路Ⅴ期区間の早期事業

化及び三陸沿岸道路への直接乗り入れの事業化、三陸沿岸道路の４車線化な

ど、国県道の整備や機能強化について、関係機関への要望を継続します。 
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（続き） 

施策 施策の取組 

27 上水道の整備  安全・安心な水道水の安定供給 

安全で安心できる水道水を安定して供給するとともに、災害に強い水道を構

築するため、計画的な施設更新を進めます。 

 健全な事業運営 
健全な事業運営に取り組むとともに、人工衛星・ＡＩ等を活用した調査や漏

水多発路線の解消により効率的な漏水対策に取り組みます。 

 啓発活動と情報発信 

啓発活動を通して水道事業への理解向上を図り、市民が必要とする情報を的

確に把握し、適時適切な情報発信に取り組みます。 

28 下水道の整備  公共下水道施設の計画的な整備 

快適で衛生的な生活環境の形成と公共用水域の水質保全を図るため、未整備

となっている部分の公共下水道施設を計画的に整備します。 

 下水道施設の計画的な施設の維持・更新 

施設の長寿命化対策の取組と、計画的な施設の維持・更新を進めます。 

 

◆ 主な個別計画等 

⚫ 登米市都市計画マスタープラン 

⚫ 登米市立地適正化計画 

⚫ 登米農業振興地域整備計画 

⚫ 登米市景観計画 

⚫ 登米市都市交通計画マスタープラン 

⚫ 登米市地域公共交通計画 

⚫ 登米市舗装維持修繕計画 

⚫ 登米市道路整備計画 

⚫ 登米市上下水道事業ビジョン 
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政策の分野：４ 社会インフラ・環境 

環境保全とゼロカーボンシティ 

・循環型社会形成の推進 
 

◆ 現状と課題 

⚫ 本市の自然環境は、河川や湖沼の水質の悪化や、一部森林の手入れ不足に加え、外来種増加によ

る希少な在来種の減少などが進んでいることから、かけがえのない豊かな自然環境を守り、次世

代へつないでいくことが必要とされています。 

⚫ 地球温暖化は年々深刻化し、気候変動による影響が様々な分野で見られるようになっており、市

全体の温室効果ガス排出量削減の取組が必要とされています。 

⚫ 公害に関する苦情は、近年、横ばい傾向で推移しており、悪臭やごみのポイ捨てなどの不法投棄

は依然としてなくならない状況にあります。 

⚫ 市民１人１日当たりのごみ排出量は減少傾向にあるものの、今後も引き続き、ごみの減量化と資

源のリサイクル化が必要とされています。 

 

◆ 基本方針 

河川・湖沼周辺の清掃活動や水環境の保全・再生活動、森林整備を推進するとともに、自然環境保全

意識の向上に取り組み、自然と共生する社会の実現を目指します。 

また、市民や事業者の地球温暖化対策に関する関心と理解を深め、2050年までのカーボンニュートラ

ル実現に向けた市全体の温室効果ガス排出量削減の取組を推進します。 

さらに、公害の未然防止や公衆衛生の維持・向上に努め、暮らしやすい生活環境づくりに取り組みま

す。 

  

個別政策 

Ⅰ-4-2 
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Ⅰ やすらぐまち 

 

      

 

 

◆ 代表的な指標 

指標名 
現状値 

令和６年度 

中間目標値 
令和12年度 

目標値 
令和17年度 

市内湖沼※１の平均ＣＯＤ※２濃度 12.8㎎/L 8.0㎎/L 6.0㎎/L 

環境教育実践事業や環境美化 

活動の参加者数 
1,425人 1,850人 2,500人 

太陽光発電システム※３の設置件

数（累計） 
3,059件 4,000件 5,000件 

市民１人１日当たりのごみ排出量

（生活系ごみ） 
589g/人・日 550g/人・日 520g/人・日 

ごみの再資源化率 25.4％ 28.0％ 30.0％ 

※１ 伊豆沼、長沼、平筒沼、機織沼 

※２ 湖沼、海域の有機汚濁を測る指標で、水中の有機物を酸化剤で酸化した際に消費される酸素の量（化学的酸素要求量） 

※３ 10kW未満のもの 

 

◆ 代表的な指標の推移 

 
資料：登米市市民生活部 環境課調べ（各年度） 

  

1,195 1,174 

1,531 
1,469 

1,050 

610 564 

1,202 1,257 
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（人） 環境教育実践事業や環境美化活動の参加者数の推移
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◆ 主な施策 

施策 施策の取組 

29 自然環境の保全  自然環境保護活動の推進 

河川や湖沼、森林などの自然環境保護に関わる機会を創出し、保護活動を推

進します。 

 水環境の保全 

環境美化活動、下水道及び合併浄化槽への接続の推進など、水環境の保全や

再生を関係機関との連携により推進し、沼や川の水質改善に取り組みます。 

 生物多様性の保全 

生息・生育環境の保全による生態系の回復と保全に取り組みます。 

 森林環境の保全 

間伐の実施等適正な森林整備を推進し、将来にわたり森林の持つ公益的機能

の保全に努めます。 

30 自然環境の活用  自然に親しめる空間の創出 

サンクチュアリセンターや平筒沼いこいの森、さらに伊豆沼・内沼や森林な

どを活用し、自然に親しめる空間を創ります。 

 自然環境の学習機会の創出 

こどもたちをはじめ、幅広い年代も対象とした環境教育の実践事業など、自

然環境について学習できる機会の創出に取り組みます。 

 森林の多面的利用の推進 

森林セラピー基地に認定されている登米森林公園を活用した森林浴や森林

体験を通じて、森林の持つ癒し効果を市民の健康づくりに活用します。 

31 温室効果ガス 

排出量削減 

 温室効果ガス排出量の削減 

市民・事業者・市役所における省エネルギー、使用エネルギーの転換、電気

自動車等の導入などにより、エネルギー消費量を減らすことで、温室効果ガス

排出量の削減に取り組みます。 

 再生可能エネルギー導入の推進 

温室効果ガス削減に向けて、自然環境や景観等と調和した太陽光や木質バイ

オマスなどの再生可能エネルギーの導入を推進します。 
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Ⅰ やすらぐまち 

 

 

 

 

 

 

（続き） 

施策 施策の取組 

32 暮らしやすい生活環境

づくり 

 公害の未然防止 

県と連携して指導の徹底や広報紙・チラシなどによる注意喚起を図り、悪臭

などの公害を防止します。 

 生活環境の保全 

地区の公衆衛生組合と連携した公衆衛生の維持・向上などによる暮らしやす

い生活環境づくりに取り組みます。 

 地域と協働した環境美化・維持活動 

環境パトロールの強化を行うとともに、地域の一斉清掃やクリーンアップ湖

沼群などの協働事業を実施し、地域の環境美化・維持に努めます。 

33 ごみ処理の適正化・ 

資源リサイクルの推進 

 ４Ｒ運動の推進 

４Ｒ※3運動を推進し、ごみの発生及び排出を抑制します。 

 資源分別の徹底 

普及啓発を行うとともに、ごみ集積所の設置を支援し、ごみ収集体制を充実

させ、資源分別の徹底を図ります。 

 ごみの減量化 

食品ロス削減に向けた普及啓発や団体による資源ごみ回収の奨励などに取

り組み、ごみの減量化を図ります。 

 施設の長寿命化 

一般廃棄物処理施設の計画的な保守点検及び修繕の実施により、施設の長寿

命化に努めます。 

 

◆ 主な個別計画等 

⚫ 登米市環境基本計画 

⚫ とめ生きもの多様性プラン 

⚫ 登米市森林整備計画 

⚫ 登米市地球温暖化対策地域推進計画 

⚫ 登米市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例 

⚫ 登米市一般廃棄物処理基本計画 

 

 

 

※3 ４Ｒ:Refuse（リヒューズ：不要なものは断る）、Reduce（リデュース：ごみを減らす）、Reuse（リユース：繰り返し

使う）、Recycle（リサイクル：再資源化する）を意味する。 
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政策の分野：１ 産業 

農林業の振興 

 

⑴ 農業分野 

◆ 現状と課題 

⚫ 農業産出額県内１位を誇る本市の農業は、稲作などの土地利用型農業をはじめ、肉用牛等の畜産

や野菜、果樹、花きなど、様々な農業経営が行われています。 

⚫ 人口減少等による米の消費減少、不安定な国際情勢等による生産資材費の高騰、さらには農業従

事者の高齢化や後継者不足など、本市農業を取り巻く環境は年々厳しくなっており、耕作放棄地

の拡大などが懸念されています。 

⚫ 改正食料・農業・農村基本法の施行に伴い、世界的な食料情勢の変化や食料安全保障上のリスク

の高まりを受け、これまで輸入に頼ってきた大豆や加工用野菜、飼料作物への転換、生物多様性

やカーボンニュートラルの実現など、法の基本理念に沿った新たな展開が求められています。 

⚫ 本市農業の生産基盤である農業水利施設については、老朽化等により維持管理経費が年々増加傾

向にあることから、更新による機能強化や長寿命化を図る必要があります。 

 

◆ 基本方針 

環境保全米の発祥地として、環境保全型農業を継続して推進するとともに、みどりの食料システム戦

略に基づく有機農業の拡大など、人と生き物、環境との調和を重視した持続可能な農業を推進します。 

需要に応じた主食用米の生産はもとより、輸出用米や加工用米など幅広いニーズに対応した米づくり

とともに、麦や大豆、収益性の高い園芸作物への作付転換やスマート農業の更なる普及を推進し、農業

所得の向上と競争力の高い、効率的な水田農業の実現を図ります。 

また、全国有数のブランド牛である仙台牛の主産地として、子牛生産から肥育まで登米市育ちの地域

内一貫生産を推進し、ブランド力向上による競争力強化を図ります。 

さらに、農業用水の安定供給と農村環境の維持や防災機能の強化に向け、維持管理の効率化や長寿命

化対策を行い、農業水利施設の適正管理に努めます。 

農地中間管理事業等を活用した、地域計画（目標地図）に基づく農地の集積・集約化の推進を図ると

ともに、多様な担い手の確保・育成に努めます。 

  

個別政策 

Ⅱ-1-1 
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Ⅱ にぎわうまち 

 

   

 

 

◆ 代表的な指標 

指標名 
現状値 

令和６年度 

中間目標値 
令和12年度 

目標値 
令和17年度 

農業産出額※ 
42,476百万円 

（令和６年） 

54,128百万円 

（令和12年） 

56,000百万円 

（令和17年） 

環境保全型農業取組面積 7,211ha 7,958ha 8,280ha 

有機農業取組面積 152ha 217ha 300ha 

地域計画に位置付けられた者への

農地集積率 
49.2％ 71.4％ 90.0％ 

※ １月から12月までの数値 

 

◆ 代表的な指標の推移 

 
資料：登米市産業経済部 産業総務課調べ（各年） 

  

29,863 

31,827 
32,894 
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32,712 
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（百万円） 農業産出額の推移
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◆ 主な施策 

施策 施策の取組 

34 農業生産の振興  

環境保全型農業及び耕畜連携による資源循環型農業を推進し、高品質で消費

者から信頼される農畜産物の生産を支援します。 

また、地域ぐるみで化学肥料・農薬に頼らない有機農業を推進するオーガニ

ックビレッジとして、栽培面積及び品目の拡大に取り組みます。 

 

需要を踏まえた農産物生産の振興に向け、各種メリット対策を活用し、米・

麦・大豆・露地野菜等の土地利用型作物の作付を推進することで、農業経営の

安定化を図ります。 

 

スマート農業の機械導入を支援し、経営の効率化や省力化などに向けた取組

を推進します。 

 

栽培施設の整備や省力化機械の導入を支援するとともに、団地化の推進を図

ります。 

 

酪農・肉用牛・養豚など畜産生産基盤の強化を図り、品質の高い畜産物を安

定供給する産地づくりを推進します。 

 

地域の共同活動を支援し、農業・農村が有する多面的機能を維持・発揮を推

進するとともに、農業水利施設の省エネ化や長寿命化対策を推進し、適正管理

と湛水被害の防止を図ります。 

35 担い手対策の推進 

 

 

多様な担い手の育成を推進するとともに、地元高等学校や大学校などとの連

携強化に努め、新規就農者・農業後継者の確保・育成を図ります。 

 

農地中間管理事業等を活用した、地域計画（目標地図）に基づく農地の集積・

集約化の推進や、耕作放棄地の解消を図るとともに、農業生産基盤の整備を推

進します。 
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Ⅱ にぎわうまち 

 

 

 

 

 

 

◆ 主な個別計画等 

⚫ 登米市農業振興ビジョン ⚫ 登米農業振興地域整備計画 

⚫ 登米市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 

⚫ 登米市スマート農業推進方針 ⚫ 登米市酪農・肉用牛生産近代化計画 

⚫ 地域農業経営基盤強化促進計画（地域計画）  
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政策の分野：１ 産業 

農林業の振興 

 

⑵ 林業分野 

◆ 現状と課題 

⚫ 木材価格の低迷や、林業従事者の減少・高齢化による担い手不足など、森林・林業を取り巻く情

勢は、引き続き厳しい状況にあり、適正な森林管理が行われていない森林も見受けられています。

こうした状況は、環境・防災・国土保全等の森林機能の低下、森林の荒廃が懸念されています。 

⚫ 本市の森林は人工林の７割が収穫可能な林分に成長しており、また、登米インター工業団地には

大径材を製材する大規模な製材工場が操業を開始するなど、木材供給・加工流通体制は整ってき

ていることから、林業従事者の確保・育成を図り、素材生産量の拡大を図っていく必要がありま

す。 

⚫ 人口減少・少子高齢化等により住宅着工戸数は減少していることから、木材需要の拡大を促進し、

地域林業の活性化を図る必要があります。 

◆ 基本方針 

人と森林を育て、木を使い、森林を活用することで、森林資源が循環する森林・林業・木材産業づく

りを目指します。 

森林・林業を支える担い手の育成・強化を図るとともに、森林施業の集約化及び高性能林業機械の導

入、林道・作業道の整備による低コスト林業を進め、森林の適正な整備と地域林業の活性化を推進しま

す。 

鉄骨から木材へ、又はコンクリートから木材へ新たな木材の活用を進め、住宅や公共施設での積極的

な地域産材の活用と、森林認証材の販路拡大や新たな認証製品の開発を促進するなど、市内産木材需要

の拡大を図ります。 

市有林における「オフセット・クレジット（Ｊ-ＶＥＲ）」などにより、社会全体で森林づくりを支え

る仕組みを活用し、将来に向けた持続的な森林整備を推進します。 

◆ 代表的な指標 

指標名 
現状値 

令和６年度 

中間目標値 
令和12年度 

目標値 
令和17年度 

林業生産額 
4.5億円 

（令和４年度※） 
4.9億円 5.9億円 

木材・木製品出荷額 
27.6億円 

（令和４年度※） 
34.1億円 37.3億円 

※ 代表的な指標の「林業生産額」と「木材・木製品出荷額」は、出典元のデータ公表時期の都合上、現状値は令和４年

度の数値を掲載している。  

個別政策 

Ⅱ-1-1 
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Ⅱ にぎわうまち 

 

      

 

 

◆ 代表的な指標の推移 

 
資料：【林業生産額】宮城県市町村民経済計算（各年度）、【木材・木製品出荷額】経済構造実態調査（各年度） 

◆ 主な施策 

施策 施策の取組 

36 森林整備の推進と 

木材生産加工流通 

体制の整備 

 

林業担い手の確保・育成を図るとともに、高性能林業機械やスマート林業を

活用した効率的な低コスト林業に取り組み、適正な森林整備を推進します。 

 また、地域林業を担う森林組合の経営基盤強化を図り、木材生産から森林の

育成に着実に取り組む体制づくりに努めます。 

 

オフセット・クレジット等森林の持つ新しい価値を積極的に活用し、持続的

な森林整備を推進します。 

 

木材の生産から加工流通体制の整備を推進し、成熟期を迎えている森林資源

の活用を促進します。 

37 木材利活用の促進と 

特用林産物の生産振興 

 

一般住宅や公共施設等へ木材を積極的に活用するほか、木材の新たな利活用

を促進します。 

 

未利用間伐材等の木質バイオマスエネルギーの利活用を促進し、地域林業の

活性化を図ります。 

 

山菜やきのこ等の特用林産物については、本市ならではの特産品として、生

産振興と販路拡大に努めます。 

◆ 主な個別計画等 

⚫ 登米市森林整備計画 ⚫ 登米市森林経営計画 
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（億円） 林業生産額と木材・木製品出荷額の推移

林業生産額 木材・木製品出荷額
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政策の分野：１ 産業 

商工業の振興 

 

◆ 現状と課題 

⚫ 商業については、消費者の購買行動の変化や既存商店の後継者不足などにより、個々の店舗や地

域商店街を取り巻く経営環境は非常に厳しい状況にあり、空き店舗の増加による商店街の空洞化

や市外への消費の流出などが課題となっています。 

⚫ 新型コロナウイルス感染症の影響や不安定な経済情勢、長引く円安などによって、あらゆる生産

資材の物価高騰が続いており、地域経済への影響が懸念されています。 

⚫ 工業については、市内企業の労働力不足が続いている状況にあり、その要因としては、市内高校

の生徒やその保護者における市内企業の認知度が低く、大学等も含めて卒業後、就職先に市内企

業を選択することが少ない状況にあることなどが挙げられます。 

 

◆ 基本方針 

商業振興については、商工会との連携を図るとともに、商店街組織が実施する各種事業を支援し、集

客力の向上や空き店舗の解消を図り、商店街のにぎわいの創出に取り組みます。 

また、消費者ニーズへの対応と地元購買意欲を高めるため、個々の店舗や地域商店街ならではのサー

ビスの提供を図るなど、魅力ある店舗づくりを推奨します。 

さらに、市内金融機関と連携し、資金ニーズへの対応に取り組み、中小企業の安定した経営を支援し

ます。 

工業振興については、市内企業の商品開発や販路拡大に向けた取組への支援を行うとともに、高校生

等を対象とした就労体験の実施や市内企業の情報発信に努め、若者の定着化と人材確保による工業生産

の拡大に取り組みます。 

 

◆ 代表的な指標 

指標名 
現状値 

令和６年度 

中間目標値 
令和12年度 

目標値 
令和17年度 

商工業者数 3,506事業者 3,570事業者 3,595事業者 

空き店舗活用支援件数（累計） 105件 117件 127件 

中小企業振興資金融資実行額 1.67億円 1.83億円 1.94億円 

市内高校新卒者市内就職率 37％ 60％ 60％ 
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◆ 代表的な指標の推移 

 
資料：商工会法に基づく商工会決算書（各年度） 

◆ 主な施策 

施策 施策の取組 

38 商工業の振興  

 

 

 

 

◆ 主な個別計画等 

⚫ 登米市商工観光振興計画 

⚫ 登米市中小企業・小規模企業振興基本条例 

⚫ 登米市企業立地促進条例  
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政策の分野：１ 産業 

観光物産の振興 

 

◆ 現状と課題 

⚫ 本市への観光客数は、平成28年の274万人から、平成29年にオープンした道の駅三滝堂への誘客が

図られたことなどにより、令和元年には347万人まで増加しましたが、コロナ禍の影響もあり、令

和６年には292万人と、コロナ禍前の人出には戻っていない状況にあります。 

⚫ 本市には宿泊施設が少ないことから、マイカーを利用した日帰り旅行や通過型の観光が多く、長

時間の滞在や複数日滞在する観光客が少ない状況にあります。 

⚫ 本市産食材の首都圏等での利用状況は、令和元年度までは年々増加傾向にありましたが、コロナ

禍でホテル等の利用者数の減少や飲食店の閉店により大きく減少し、いまだコロナ禍前の水準に

戻っていない状況にあります。 

 

◆ 基本方針 

本市には、自然・歴史・文化・食・イベントなど、それぞれの地域に根ざした多くの観光資源が存在

しており、「体験する」「食べる」等の体験型観光に加え、新たな観光資源の掘り起こしや磨き上げを行

い、物産振興と合わせて、「登米市ならでは」の観光コンテンツを造成し、エコツーリズムやフードツー

リズムなどのニューツーリズムを推進し、外国人を含め更なる観光客の増加につなげていきます。 

また、近隣地域の観光資源など、それぞれの強みを活かし、連携による広域観光圏の形成を図ります。 

物産振興については、地域資源を活用した商品開発や農畜産物の高付加価値化の推進により産地の魅

力向上を図り、国内の市場のほか海外市場への進出も支援し、販路の拡大に努めます。 

 

◆ 代表的な指標 

指標名 
現状値 

令和６年度 

中間目標値 
令和12年度 

目標値 
令和17年度 

観光客入込数※ 
2,929千人 

（令和６年） 

3,651千人 

（令和12年） 

4,000千人 

（令和17年） 

宿泊観光客数※ 
87千人 

（令和６年） 

90千人 

（令和12年） 

93千人 

（令和17年） 

農産物直売所販売額 1,509百万円 1,550百万円 1,630百万円 

※ １月から12月までの数値 

  

個別政策 
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◆ 代表的な指標の推移 

 
資料：宮城県観光統計概要（各年） 

◆ 主な施策 

施策 施策の取組 

39 観光の振興  

体験・食・土産品などの観光資源の掘り起こしや磨き上げを行うとともに、

グリーンツーリズムによる農家民宿の拡充、近隣地域との連携による広域的な

観光プランを創り、着地型観光や滞在型観光を推進します。 

 

官民が連携した観光地域づくりに取り組むとともに、市民のおもてなし意識

の向上や観光案内機能の充実を図り、外国人を含めた観光客の受入体制を強化

します。 

 

多様なニーズに対応した観光パンフレットの作成やＳＮＳ等を活用した観

光物産情報の発信に取り組むとともに、自然・歴史・文化・食・イベントなど

の本市の魅力を効果的に発信することにより、多くの観光客を誘致します。 

40 物産の振興  

化学肥料及び農薬の使用低減や耕畜連携による資源循環型農業の推進など

により、環境にやさしい持続可能な食料生産基地としての産地の魅力をＰＲす

るとともに、高い品質とストーリー性を持つ農畜産物等のブランド化を推進

し、海外も含めた消費地における農畜産物の利用機会の拡大を図ります。 

 

農産物直売所の販売力向上や市内飲食店・学校給食での市内産食材の利用を

推進し、地産地消の取組を推進するとともに、販路の拡大に努め、農畜産物等

の消費拡大を図ります。 

◆ 主な個別計画等 

⚫ 登米市商工観光振興計画  
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政策の分野：１ 産業 

起業支援・企業誘致の推進と 

雇用の創出 
 

◆ 現状と課題 

⚫ 本市では、地域資源を活かした起業・創業活動や地域の課題解決に取り組む事業など、新しいビ

ジネスの創出や地域に根ざした地域内発型産業の育成が求められています。 

⚫ 市民の働く場を確保するため、工業団地への早期立地に向け、三陸沿岸道路・みやぎ県北高速幹

線道路の交通アクセスや生活環境の良さを活かした誘致活動の取組が必要とされています。 

 

◆ 基本方針 

本市ならではの起業・創業の活動や市内企業の新しい取組を支援するとともに、東北を代表する食料

供給地帯として、農業を基軸とした６次産業化などによる農業関連産業の育成や農商工連携による農業

関連産業の育成を推進します。 

また、地域の商工会や金融機関、産業支援機関、創業支援に取り組む民間会社等関係機関と連携し、

起業・創業や新たなビジネスに取り組む事業者の支援に努めます。 

雇用機会の創出については、工業団地等へ製造業や運輸業、クリエイティブ産業など様々な業種の企

業の誘致を推進します。 

 

◆ 代表的な指標 

指標名 
現状値 

令和６年度 

中間目標値 
令和12年度 

目標値 
令和17年度 

市の支援による 

起業・創業者数（累計） 
13事業者 19事業者 24事業者 

市内企業等の地域資源を活かした

新ビジネスへの支援件数（累計） 
524件 590件 650件 

企業誘致数（累計） 21社 24社 28社 
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◆ 代表的な指標の推移 

資料：登米市産業経済部 地域ビジネス支援課調べ（各年度） 

 

◆ 主な施策 

施策 施策の取組 

41 起業・創業、市内企業

の新規事業への支援 

 

農・商・工分野の横断的な起業・創業活動を支援し、地域に根ざした産業の

育成や６次産業化などによる農業関連産業の育成を図ります。 

 

市内企業等による地域資源を活かした新しい取組や地域課題解決への取組

の事業化を支援し、多様なビジネスの創出を図ります。 

42 雇用機会の創出  

企業立地促進奨励金などの経済的な支援や、三陸沿岸道路・みやぎ県北高速

幹線道路等の交通の利便性や生活環境の良さなど本市の魅力を活かした企業

誘致を推進し、工業団地への早期立地による雇用の場の創出を図ります。 

 

地域の活性化と働き方改革を推進するため、地域の公共施設等を活用したコ

ワーキングスペース等へ、都市部から地方への人の流れを促進し、雇用創出を

図ります。 

 

◆ 主な個別計画等 

⚫ 登米市商工観光振興計画 

⚫ 登米市農業振興ビジョン 

⚫ 登米市企業立地促進条例  
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（件） 市内企業等の地域資源を活かした新ビジネスへの支援件数の推移（累計）



 

 

62 

 

政策の分野：２ 移住定住 

移住定住の推進と居住環境の確保 

 

◆ 現状と課題 

⚫ コロナ禍をきっかけとして、首都圏における若者の地方移住への関心が高まっており、移住先と

して本市を選んでいただけるような取組が必要とされています。 

⚫ 空き家情報バンクについては、利用希望者数に対して登録物件数が少ないことが課題となってい

ます。 

⚫ 移住先の条件としては、生活の基盤となる住環境の整備が重要です。 

⚫ 公営住宅は老朽化が進んでおり、効率的かつ効果的な管理が求められています。 

⚫ 十分に管理されていない空き家の増加により、空き家等の倒壊や、防災・防犯上の不安、獣害に

よる環境衛生と景観の悪化が懸念されています。 

 

◆ 基本方針 

移住希望者や市内転居を希望している方に必要な情報を提供できるよう、ＳＮＳなどを活用し本市の

魅力や支援制度などの情報発信に努めます。空き家情報バンクについては、新規登録物件の掘り起こし

に努めます。 

また、関係機関と連携し、移住希望者の具体的なニーズを把握し、円滑な移住に向けた支援ができる

体制の強化に取り組みます。 

さらに、市外へ転出した若者や本市への移住を希望する市外在住者を対象として、各世代のニーズに

適した支援策を強化するとともに、若者のＵ・Ｉ・Ｊターンに向けた支援策を図ります。 

住宅に困窮する低所得者に対しては、低廉な家賃で公営住宅を賃貸することができるよう、老朽化が

著しい住宅や耐用年限を超過している住宅については、合理化・集約化を行い、効率的な維持管理を図

ります。 

市内の空き家等の予防と適正な管理を推進するとともに、空き家等の有効活用と、特定空き家等に対

する対応として必要に応じ指導や助言等を行います。 
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◆ 代表的な指標 

指標名 
現状値 

令和６年度 

中間目標値 
令和12年度 

目標値 
令和17年度 

市の支援制度を利用して 

移住した人数（累計） 
920人 1,500人 2,000人 

空き家情報バンクの 

成約件数（累計） 
127件 250件 350件 

 

◆ 代表的な指標の推移 

資料：登米市まちづくり推進部 まちづくり推進課調べ（各年度） 
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◆ 主な施策 

施策 施策の取組 

43 移住・定住の推進  

移住希望者の全般的な相談から本市への移住が決定するまでワンストップ

で対応し、県や近隣自治体と移住希望者に関する情報等を共有し、きめ細かな

相談体制を構築します。 

 

移住先として本市を選んでいただけるよう、移住・定住に関する様々な支援

策等の情報を幅広く得られるよう本市の魅力を積極的にＰＲし、移住・定住に

つながるよう取り組みます。 

 

本市での暮らしを体験していただく移住体験ツアーなどの体験型事業を充

実するとともに、都市部の方が一定期間本市に滞在し、本市への移住の足掛か

りとする二地域居住を推進し移住者の創出につなげます。 

 

進学や就職等で市外へ転出した若者や、本市への移住を希望する市外在住者

を対象として、各世代のニーズに応じた支援策を強化し転入を促すとともに、

若者が本市に住み続けられるよう各種支援策の情報発信に努めます。 

 

所有者等へ空き家バンク登録の周知徹底を図り、空き家バンクの利活用を推

進し、地域住民等と連携しながら、物件の掘り起こしを図ります。 

44 居住環境の整備  

公営住宅等長寿命化計画と整合性を図りながら、改修や住替え等を行い、安

全で快適な住まいを長きにわたって確保します。 

45 空き家対策  
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◆ 主な個別計画等 

⚫ 登米市空き家等対策計画 

⚫ 登米市住宅マスタープラン 

⚫ 登米市公営住宅等長寿命化計画 
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政策の分野：３ 生涯学習・スポーツ 

生涯学習の推進 

 

◆ 現状と課題 

⚫ 新型コロナウイルス感染症の拡大により各種講座や教室の受講者が減少し、生涯学習事業への参

加者数は未だにコロナ禍前の水準までには戻っていませんが回復傾向にあります。また、ライフ

スタイルの変化やニーズの多様化等による社会情勢から、参加者の固定化や関心の低下が見受け

られる事業もあります。 

⚫ 誰もが参加しやすい環境整備と時代に合った学習内容の提供及び情報発信が求められており、今

後においても生涯を通じて学習し、その成果を個人の生活や地域に還元できる機会の提供が必要

とされています。 

⚫ 高度情報社会の情勢下で、こどもたちを取り巻く環境が目まぐるしく変化していることから、青

少年の健全育成と地域ぐるみでこどもを育てるための社会教育の充実が求められています。 

 

◆ 基本方針 

市民の学習活動を促進するとともに、自ら学ぶ市民への支援を行うため、人や団体を育成し、地域で

相互に連携できる仕組みづくりと学習と交流の拠点となる施設の充実を図り、誰もが参加しやすく学び

たいと思えるように、学習ニーズに合った生涯学習機会を提供します。 

また、公民館等については、生涯学習を提供する地域の活動拠点として位置づけ、特色ある事業を奨

励し地域の自立を支援します。 

さらに、地域全体でこどもの成長を支える取組や、社会の担い手となる青少年の健全育成を推進する

とともに、地域内での活動を支援します。 

 

◆ 代表的な指標 

指標名 
現状値 

令和６年度 

中間目標値 
令和12年度 

目標値 
令和17年度 

社会教育事業※への延べ参加者数 65,038人 67,600人 69,600人 

※ 公民館、ふれあいセンター、図書館（室）、視聴覚センター、生涯学習センター、サトウサトルミュージアムにて開催

した社会教育事業 
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◆ 代表的な指標の推移 

 
資料：登米市教育委員会 生涯学習課調べ（各年度） 

◆ 主な施策 

施策 施策の取組 

46 生涯学習の推進  

社会情勢及び地域のニーズに即した学習機会や情報を提供するとともに、社

会教育関係団体及び指導者の育成・支援による人づくり・地域づくりを進めま

す。 

 

市民が各種講座及び研修会等で学んだ生涯学習成果を地域に生かす活動を

支援するとともに、市民に身近で親しまれる社会教育事業の推進及び参加者数

の増加を図り、生きがいや充実感のある豊かな生活につなげます。 

 

ジュニア・リーダー活動を通じた各種体験や、地域での活動機会を提供し、

こどもの心身の成長を図ります。 

 

地域や関係機関との連携により、多様な情報や学習の機会を提供し、こども

の健全育成の推進とその基盤となる家庭教育の充実を図ります。 

 

市民のニーズに合った社会教育関係施設や図書館等の環境整備を図り、生涯

学習活動を支援します。 

 

地域ボランティアによる各種生涯学習活動を支援するとともに、地域とこど

もたちの交流を促進し、共に学び合うことで、地域教育力の向上を図ります。 

◆ 主な個別計画等 

⚫ 登米市教育振興基本計画  
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政策の分野：３ 生涯学習・スポーツ 

スポーツ活動の推進 

 

◆ 現状と課題 

⚫ 近年、地域社会とのつながりの希薄化によって地域での行事やスポーツ活動への参加者が減少し

ています。また、生活環境の変化と運動不足を起因とする体力・運動能力の低下や、日常生活に

おける様々なストレスが原因と思われる体調不良などが増えています。 

⚫ 総合型地域スポーツクラブ事業への参加者数は、コロナ禍の影響による活動制限などから一旦は

減少したものの、活動制限が解除されてからは徐々に回復してきています。 

⚫ 積極的に運動を行う方の割合は横ばい状態であるものの、運動をしない方の割合は増えているこ

とから、本市の課題であるこどもの肥満や健康寿命への影響が懸念されており、健康づくりの面

からも、スポーツ活動の広がりが求められています。 

 

◆ 基本方針 

スポーツ活動を通じて、市民の心身の健康と体力の向上を図るとともに、人と人、地域と地域をつな

ぐコミュニティづくりを推進します。 

また、こどもから高齢者まで幅広い世代が、日常的にスポーツ活動を行う習慣づくりを推進するとと

もに、市民のだれもが気軽にスポーツ活動に親しめる環境づくりに努めます。 

さらに、中学校の部活動地域展開推進のため、各競技や種目における指導者の確保に努めるとともに、

活動拠点となるスポーツ施設については、効率的な管理運営を図ります。 

 

◆ 代表的な指標 

指標名 
現状値 

令和６年度 

中間目標値 
令和12年度 

目標値 
令和17年度 

スポーツ少年団等加入率 

（小学生・中学生） 
33.5％ 35.3％ 36.8％ 

総合型地域スポーツクラブへの 

加入率 
10.5％ 11.3％ 12.0％ 

  

個別政策 

Ⅱ-3-2 
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Ⅱ にぎわうまち 

 

  

 

 

◆ 代表的な指標の推移 

 

資料：登米市教育委員会 生涯学習課調べ（各年度） 

 

◆ 主な施策 

施策 施策の取組 

47 スポーツ活動の推進  

こどもから高齢者まで、日常的に身体活動やスポーツ活動を行う習慣づくり

を推進し、心身の健康と体力・運動能力の向上を図ります。 

 

総合型地域スポーツクラブや、各スポーツ団体等の活動を支援し、市民が、

いつでも、どこでも、気軽にスポーツに親しむことができる環境づくりを促進

します。 

 

心身ともに健全な成長を育むスポーツ少年団活動への支援と、中学校部活動

の地域展開推進のため、指導者の育成に対する取組を推進し、競技力の向上を

図ります。 

 

スポーツ施設の適正な配置と長寿命化に向けて、維持修繕や機能移転、集約

化等を進め、効率的な管理運営を行うとともに、あらゆる世代の方がスポーツ

を楽しむ環境づくりに取り組みます。 

 

◆ 主な個別計画等 

⚫ 登米市教育振興基本計画 
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政策の分野：１ こども 

子育て支援の充実 

 

◆ 現状と課題 

⚫ 認定こども園の整備など、これまでの取組により、保育所等待機児童数はゼロとなり、この継続

が必要とされています。また、在宅での子育てにおいて、育児相談や情報交換等の場が求められ

ており、子育て親子が相互に交流できる場が必要とされています。 

⚫ 共働き家庭の割合が増加しており、保育施設の利用希望者は依然として多いことから、今後も安

心してこどもを預けられる環境づくりが求められています。 

⚫ 核家族化や地域内でのつながりの希薄化によって、子育てに対し不安や孤立感を感じる家庭が少

なくない状況にあり、地域で子育て家庭を支える環境が求められています。 

 

◆ 基本方針 

結婚・妊娠・出産・子育ての各ステージにおいて、切れ目のない支援に努め、安心してこどもを産み

育て、健やかに成長できる環境づくりに取り組みます。 

また、幼児期の教育・保育の総合的な提供と保育の確保及び地域の子ども・子育て支援事業の充実を

図るとともに、支援が必要なこどもや家庭への支援を行います。 

さらに、子育てしやすい社会を構築するため、仕事と子育ての両立を支援する環境を推進し、地域全

体でこどもを見守り、安心して子育てができる社会の実現を目指します。 

 

◆ 代表的な指標 

指標名 
現状値 

令和６年度 

中間目標値 
令和12年度 

目標値 
令和17年度 

産婦健康診査の受診率 95.9％ 100.0％ 100.0％ 

子育て情報アプリのユーザー数 1,783人 2,600人 3,400人 

放課後児童クラブ待機児童数 12人 ０人 ０人 

  

個別政策 

Ⅲ-1-1 
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Ⅲ つながるまち 

 

   

 

 

◆ 代表的な指標の推移 

 
資料：登米市福祉事務所 子育て支援課調べ（各年度） 

◆ 主な施策 

施策 施策の取組 

48 子育て支援の推進  結婚支援の充実 

結婚を希望する人への支援を継続し、少子化の要因となっている未婚化・晩

婚化対策に取り組みます。 

 妊娠・出産支援の充実 

こどもを望む夫婦が早期に検査を受け、必要に応じて適切な治療を開始でき

るよう支援するとともに、定期的な妊産婦健康診査の推進や妊産婦が気軽に集

える場の提供など、安心して妊娠・出産できる環境の整備に取り組みます。 

 こどもの成長に合わせた教育・保育環境の整備 

就学前のこどもへの教育・保育の一体的な提供を推進するとともに、就学後

の放課後児童の居場所づくりに努めます。 

 多様なニーズに対応した子育て支援サービスの充実 

延長保育や一時保育、子育て支援拠点事業、放課後児童クラブ等の各種保育

サービスの充実を図り、安心してこどもを預けることができる環境の整備に取

り組むとともに、各種支援策の分かりやすい情報発信に努めます。 

 支援を必要とするこども・家庭への支援 

こどもの健やかな成長に向け、保育施設・学校・児童相談所等との情報共有

を図りながら、子育て家庭が抱える不安やこどもの発達に関する悩み等、妊娠・

出産期からの相談対応に取り組みます。 

49 こどもと家庭を支える 

環境づくり 

 仕事と生活の調和の実現に向けた取組 

こどもを安心して産み育てる環境の充実を図るとともに、関係機関と連携

し、働きながら子育てのできる環境づくりに取り組みます。 

 こどもが安心して健やかに成長することができる地域社会の実現 

こどもを産み育てることに対する精神的・身体的負担を軽減するため、地域

全体で妊産婦や子育て家庭に寄り添う社会の実現に向けた取組を推進します。 

こどもの考えを大切にし、主体的な社会活動を支援することに努め、こども

が意見表明できる機会を設けるよう取り組みます。 

◆ 主な個別計画等 

⚫ 登米市子ども・子育て支援事業計画  
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政策の分野：１ こども 

学校教育の充実 

 

◆ 現状と課題 

⚫ 幼稚園では、小学校へ入学する時期までに、こどもたちが豊かな心情や学ぼうとする意欲、健全

な生活を送る態度など教育の基礎を培う、様々な体験を通じた「学ぶ土台づくり」が必要とされ

ています。 

⚫ 児童生徒が「分かる」という喜びや楽しさを感じながら、いきいきとした学校生活を送り、それ

ぞれが目指す進路を実現できる教育が必要とされています。 

⚫ 不登校の児童生徒が在籍する学校では、家庭訪問や電話連絡など積極的に対応していますが、さ

くらの木※4や別室登校につながらないケースもあります。こどもの学びを保障するため、関連機

関・団体との連携を一層強化するとともに、専門カウンセラーやスクールソーシャルワーカー、

訪問指導員による保護者対応を含めた、個々のニーズに応じた支援が継続できる体制が必要とさ

れています。 

⚫ 特別な支援が必要なこどもたちに対し、自立や社会参加を目指した主体的な取組を支援する視点

に立った、適切な指導と必要な支援が求められています。 

◆ 基本方針 

社会の中で自らが担うべき役割を理解し、その実現のために自己理解に基づき、自主的に行動できる

人材を育成します。 

また、変化の激しい社会で力強く生き抜くため、よりよく問題を解決する資質や能力、自らを律しつ

つ他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体力などを身に

付けることを目指します。学校・家庭・地域それぞれの教育力を強化し、相互に協力しながら人材育成

を進める仕組みを構築し、地域の豊かな教育資源の効果的な活用、社会全体でこどもたちを育てる教育

環境の整備を図ります。 

さらに、経済的な理由により、進学が困難な学生・生徒を対象に、奨学金による就学支援を図ります。 

  

 

※4 令和３年度より、「登米市けやき教室」と「登米市子どもの心のケアハウス」を一体化し、登校に不安を抱える児童

生徒への社会的自立を支援することを目的とし、（愛称）「さくらの木」とした。 

個別政策 

Ⅲ-1-2 
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Ⅲ つながるまち 

 

   

 

 

◆ 代表的な指標 

指標名 
現状値 

令和６年度 

中間目標値 
令和12年度 

目標値 
令和17年度 

標準学力調査における 

全国平均との対比（小学校児童） 
93.0％ 96.0％ 100.0％ 

標準学力調査における 

全国平均との対比（中学校生徒） 
87.9％ 94.0％ 100.0％ 

体力・運動能力調査における 

全国平均との対比（小学５年生） 

男子 100.8％ 

女子 102.4％ 

男子 102.0％ 

女子 104.0％ 

男子 104.0％ 

女子 106.0％ 

体力・運動能力調査における 

全国平均との対比（中学２年生） 

男子101.6％ 

女子104.2％ 

男子 103.0％ 

女子 105.0％ 

男子 105.0％ 

女子 107.0％ 

不登校児童生徒の 

学びの保障の割合 
95.6％ 98.0％ 100.0％ 

分かりやすい授業の実施 94.0％ 97.0％ 100.0％ 

 

◆ 代表的な指標の推移 

 
資料：登米市教育委員会 学校教育課調べ（各年度） 
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◆ 主な施策 

施策 施策の取組 

50 幼児教育の充実  

幼児教育と小学校教育が切れ目なく展開できるよう、幼稚園と小学校が交流

活動や研修の実施などを通して相互理解を深め、こどもたちの学びと成長がつ

ながっているという視点に立ち、学ぶ土台作りの推進に取り組みます。 

 

子育て支援対策と連動しながら、より質の高い教育と保育を一体的に提供す

るために、幼稚園と保育所の交流を実施し、こどもたちが協力し、思いやりの

心を育む活動を通して、円滑な小学校への就学に向け連携を図ります。また、

幼稚園教諭や保育士、保育教諭のスキルアップを目指して、関係機関との連携

による研修の強化に務め、保護者のニーズに寄り添った幼稚園の運営に取り組

みます。 

51 学校教育の充実  感性豊かでたくましい心を持つこどもの育成と支援 

様々な体験活動を通じて、人との関わりの大切さや思いやりの心、美しいも

のに感動する心を育み、道徳心や規範意識の醸成と人権教育の推進に取り組み

ます。また、児童生徒が安心して過ごせる居場所づくりや、不登校の児童生徒

には、その状況に応じた支援を行うとともに、いじめや不登校の未然防止、早

期発見・早期対応に向け学校・家庭・地域・関係機関との連携を強化します。 

 健康な体づくりと体力・運動能力の向上に向けた支援 

生涯にわたって健康でたくましく生き抜くために、体を動かすことの楽しさ

を実感できる取組を推進し、運動に親しむ機会を充実させることで、基礎体力

の向上を図ります。 

 基礎的な学力の定着と活用する力の伸長 

こどもたちの主体的な学びを育み、基礎的な学力の定着を図るため、「登米

市学習スタンダード※5」を活用した授業づくりを行い、「分かった」「できた」

と実感できる授業を実践します。さらに、各教科でＩＣＴを効果的に活用し、

分かりやすい授業の展開を目指します。 

 特別な支援を必要とするこどもへのきめ細かな教育の推進 

児童生徒の自立と社会参加を見据えて、障がいの程度や特性に応じた最適な

指導ができるよう、教育課程の編成に取り組みます。また、通常の学級、通級

による指導、特別支援学級など多様な学びの場を用意し、学習支援員を配置す

ることで指導体制の充実を図ります。 

 児童生徒の実情に応じた望ましい学習環境の整備 

児童生徒が様々な考えに触れ、切磋琢磨することで社会の形成者としての基

本的資質を伸ばすことができる学校を目指し、複式学級の解消をはじめ学校の

適正規模を確保し、将来的な児童生徒数の見通しを踏まえた学校教育施設の適

正配置に取り組みます。 

 地域とともにある学校づくりの推進 

学校・家庭・地域がそれぞれの役割の重要性を認識し、協力して児童生徒の

成長を支える教育活動を推進します。また、協働教育地区コーディネーターと

コミュニティ・スクール※6の連携を強化し、学校支援ボランティアや地域人材

の活用、企業からの協力により、学校支援体制の強化を図ります。 

 
※5 「分かる授業づくりや教師の指導力向上に向けた取組を推進し、児童生徒の学力向上を目指す」ことを目的に、全教

科、全学校、全教員が同じ方向を向いて授業づくりに取り組むための指導事項を明確化したもの。 
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Ⅲ つながるまち 

 

 

 

 

 

 

（続き） 

施策 施策の取組 

52 小・中学校、高等学校

を通じた「志教育」の

推進 

 よりよい生き方を求める力の醸成 

こどもたちが自分の夢や目標に向かって、自分がどう行動すべきか、何がで

きるかを自ら考え、行動できるようにし、より良い生き方を目指す力を育てる

ために、学校や地域の実態や特性に応じた取組（地域の伝統文化、地域の産業、

防災活動、支援活動、交流活動等）の充実を図ります。6 

◆ 主な個別計画等 

⚫ 登米市教育振興基本計画 ⚫ 登米市立小中学校等再編構想 

  

 

※6 学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」への転換を図る

ために有効な仕組み。 
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政策の分野：２ 市民協働・男女共同参画 

市民協働 

・男女共同参画社会の推進 

 

◆ 現状と課題 

⚫ 住み良い地域社会を実現し、次の世代に引き継ぐためには、登米市まちづくり基本条例の基本理

念に掲げる「協働によるまちづくり」が重要であり、市民と市が互いに協力して取り組むことが

必要です。 

⚫ 地域のことは地域で考え、地域自らの責任で決めるという自治の考えのもと、地域の特性を活か

した地域づくり活動に取り組むコミュニティ組織や公益的な活動を行うＮＰＯや市民活動団体

等の発展が必要です。 

⚫ 性別による固定的な役割分担意識の解消については徐々に浸透してきていると考えられ、家庭・

職場での男女の地位が平等となっていると感じている人の割合は増加しつつあるものの、男女の

平等と感じる意識の差は拡大傾向にあり、意識の隔たりを解消するため、ワーク・ライフ・バラ

ンス※7の啓発に継続して取り組む必要があります。 

 

◆ 基本方針 

市民がまちづくりに参加しやすい環境の整備と、より多くの市民の意見がまちづくりに反映される取

組、市政情報の公開や広報・広聴活動等を推進し、市民との市政情報の共有を図り、市民参画によるま

ちづくりに取り組みます。 

また、多様な主体と行政のパートナーシップにより、地域課題解決に向けた協働のまちづくりを推進

するとともに、地域コミュニティ組織の基盤強化に取り組みます。 

さらに、ワーク・ライフ・バランスの取組や、政策・方針形成過程への女性の参画を促すなど、男女

共同参画社会の実現に向けて、市民への啓発活動を推進します。 

  

 
※7 やりがいや充実感を感じながら働くとともに、家庭環境や地域生活などに応じた多様な生き方が選択・実現できる社

会のこと 

個別政策 

Ⅲ-2-1 
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Ⅲ つながるまち 

 

     

 

 

◆ 代表的な指標 

指標名 
現状値 

令和６年度 

中間目標値 
令和12年度 

目標値 
令和17年度 

市ホームページによる 

情報提供件数（アクセス件数） 
3,973,746件 4,000,000件 4,200,000件 

メール配信サービス及びＳＮＳ等 

による情報提供件数 

（登録者数） 

19,938件 23,000件 28,000件 

とめ市民活動プラザ活動実績数 4,872件 5,500件 6,100件 

地域課題解決に対する取組率 24.7％ 33.0％ 43.0％ 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と

生活の調和）の認知率 
54.1％ 65.0％ 70.0％ 

各種審議会等への女性人材登用率 24.2％ 50.0％ 50.0％ 

 

◆ 代表的な指標の推移 

 

資料：登米市総務部 市長公室調べ（各年度） 
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◆ 主な施策 

施策 施策の取組 

53 市政への市民参加の 

推進 

 市政の透明性の確保 

審議会委員等への市民公募を推進するとともに、透明性の向上を図り、開か

れた市政の実現に取り組みます。 

 市民意見等の市政への反映 

市長へのメールや提言箱、パブリックコメント等を通して、市民の建設的な

意見や要望を市政に反映します。 

 市政情報の共有 

市政情報の公開、広報紙、ホームページ、メール発信、コミュニティＦＭ放

送やＳＮＳ等により、市民との情報共有を進めます。 

54 個性的で魅力的な 

まちづくりの推進 

 

 

55 コミュニティ活動の 

充実 

 

 

 

56 男女共同参画社会の 

推進 
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Ⅲ つながるまち 

 

 

 

 

 

◆ 主な個別計画等 

⚫ 登米市まちづくり基本条例 

⚫ 登米市男女共同参画基本計画 
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政策の分野：３ 文化・交流 

文化財の保護と 

文化・芸術活動の推進 
 

◆ 現状と課題 

⚫ 本市には、指定文化財や埋蔵文化財包蔵地が多数存在しており、また、地域に伝わる伝統芸能も

数多く継承されています。 

⚫ これまで、地域で継承されてきた多くの文化財や文化は、高齢化や少子化による担い手不足によ

り、存続の危機にあり、後世に伝えるため、引き続き保護・公開を行い、継承していくことが必

要とされています。 

⚫ 多くの市民が豊かな感性を持って生活する上では、文化や芸術に触れ合う機会が求められていま

す。 

 

◆ 基本方針 

本市に伝わる豊かな文化遺産を後世に引き継ぐため、保護・保存を行うとともに、広く情報を発信し、

文化財及び文化・芸術の観光資源としての活用に取り組みます。 

また、市民だれもが文化・芸術に広く関わることができるよう、市民参加による文化・芸術活動の機

会を提供します。 

さらに、市民の豊かな感性を育む環境づくりに努めるとともに、地域に伝わる伝統芸能や文化の継承

についても、地域伝承文化振興方策に基づき、関係団体や市民との協働により、保存・継承に努めます。 

 

◆ 代表的な指標 

指標名 
現状値 

令和６年度 

中間目標値 
令和12年度 

目標値 
令和17年度 

指定文化財保持団体等の活動回数 476回 490回 500回 

文化施設※への入場者数 196,233人 200,000人 212,000人 

※ 登米祝祭劇場、歴史博物館、石ノ森章太郎ふるさと記念館、高倉勝子美術館、登米懐古館、警察資料館、教育資料館、

水沢県庁記念館、伝統芸能伝承館 

  

個別政策 

Ⅲ-3-1 



 

 

81 

Ⅲ つながるまち 

 

  

 

 

◆ 代表的な指標の推移 

 
資料：登米市教育委員会 文化財文化振興課調べ（各年度） 

◆ 主な施策 

施策 施策の取組 

57 文化財等の保護・継承  文化財の保護と愛護思想の普及啓発 

本市に伝わる貴重な歴史資料等の調査を行うとともに、文化財の保護や公

開、文化財愛護思想の普及啓発を図ります。 

 歴史文化に対する理解の促進 

歴史資料等の適切な保存と活用に努めるとともに、後世に伝えていくため、

地域の歴史文化に対する理解の向上を図ります。 

 郷土への誇りと愛着心の高揚 

先人の功績を次世代に伝え残していくため、身近に学習できる機会の拡充を

図り、郷土への誇りと愛着心の高揚を図ります。 

 伝承芸能の保存継承 

地域に引き継がれた伝承芸能の保存に努めるとともに、担い手となる後継者

の育成を支援し、豊かな文化遺産を後世に継承します。 

58 文化・芸術活動の推進  文化や芸術への理解の促進 

各文化施設において文化や優れた芸術に触れ合う機会を提供し、豊かな感性

を育みます。 

 文化事業の推進 

地域に根ざした文化・芸術活動を支援するとともに、各種団体と連携し、文

化事業を推進します。 

 文化・芸術の活性化 

文化・芸術活動団体の活動支援及び指導者の育成を支援します。 

◆ 主な個別計画等 

⚫ 登米市教育振興基本計画 

⚫ 地域伝承文化振興方策  
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政策の分野：３ 文化・交流 

国際交流・地域間交流の推進 

 

◆ 現状と課題 

⚫ 近年、地域経済の活性化や人材育成など、あらゆる分野で国際化が進んでおり、在住外国人との

交流や国際理解を深めるための講座の開催など、国際交流事業を推進していますが、コロナ禍の

影響により、国際化推進事業の参加者は、目標とする人数を下回っている状況にあります。 

⚫ 外国人労働者が増加しており、外国人が暮らしやすい環境づくりと併せて、多文化共生に対する

意識醸成や国際感覚を高めていくことが必要とされています。 

⚫ 市民が主体的に取り組む国内外の他地域との交流や郷土出身者との交流活動が行われています

が、互いの友好を深め、地域の活性化や人材育成につなげていくことが必要とされています。 

 

◆ 基本方針 

国際交流については、姉妹都市等との派遣団受入・派遣を通して、諸外国や在住外国人との交流によ

り国際感覚が豊かで世界に羽ばたく人材を育成するとともに、本市の魅力を再発見する機会の提供など

により郷土愛の醸成を目指し取り組みます。 

また、今後、外国人労働者の増加に伴い、国際交流という視点に加え、国籍や民族などの異なる人々

が、互いの文化的な違い等を認め合い、地域で生活する一員として共に生きる多文化共生を推進します。 

国内交流の在京・在仙町人会との交流については、都市部へ集団就職した方をはじめ本市出身者との

交流を通して、ふるさとを想う気持ちや絆を深めながら郷土愛を醸成します。 

さらに、姉妹都市富山県入善町との交流については、児童生徒の相互派遣による交流を継続して取り

組むことにより、昭和初期に旧米山町に入植し、苦労して開拓した人たちの想いを次の世代につないで

いくとともに、新たな世代間の交流を進めます。 

 

◆ 代表的な指標 

指標名 
現状値 

令和６年度 

中間目標値 
令和12年度 

目標値 
令和17年度 

国際化推進事業参加者数 495人 880人 1,200人 

国内交流事業参加者数 593人 650人 700人 

  

個別政策 
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Ⅲ つながるまち 

 

  

 

 

◆ 代表的な指標の推移 

 

資料：登米市国際交流協会調べ（各年度） 

 

◆ 主な施策 

施策 施策の取組 

59 国際交流の推進  国際感覚豊かな青少年の育成 

海外派遣・受入事業を推進し、青少年の国際感覚を醸成します。 

 グローバル人材の育成 

国際社会に通用する人材を育成することにより、文化や生活様式の違いを理

解し、共に尊重できる社会の形成に努めます。 

 外国人が住み良く過ごしやすい環境づくり 

行政情報や生活情報を多言語で提供するなど、コミュニケーション支援や生

活支援を行い、市内に居住する外国人の生活・労働・教育等の活動を支援しま

す。 

 多文化共生の地域づくり 

異文化理解を深め多文化共生を推進するため、市民主体の積極的な交流活動

を支援し、交流機会の創出と外国人の社会参画を図ります。 

60 地域間交流の推進  交流を通じた地域の活性化 

郷土出身者や国内姉妹都市等との交流活動の推進により、観光・産業・教育・

文化など広い分野における地域の活性化につなげます。 

 市民主体の交流活動の推進 

持続可能な地域間交流の実現のため、市民主体の積極的な交流活動を支援し

ます。 
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政策の分野：４ 行財政運営 

ＤＸ（デジタル・トランスフォーメ

ーション）の推進 
 

◆ 現状と課題 

⚫ デジタル技術の目ざましい発展を背景とした社会環境の変化に伴い、行政サービスへの市民ニー

ズは増加し、かつ多様化・高度化することが見込まれています。 

⚫ このような行政サービスの需要の変化に対する的確な対応が求められており、日々進化を続ける

デジタル技術を活用した変革（デジタル・トランスフォーメーション）を推進する必要がありま

す。 

 

◆ 基本方針 

市民と行政の重要な接点である行政窓口のデジタル化、行政手続のオンライン化により、市民の利便

性向上と事務効率化を進めます。これらの取組を効果的なものとするためには、デジタル技術に不慣れ

な方などへの対策（デジタル・ディバイド対策）が重要であり、デジタル・ディバイド対策に同時並行

的に取り組むことで、誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化を推進します。 

また、デジタル技術活用の視点から、地域課題の把握とその解決に取り組みます。 

なお、行政事務についても、ペーパーレス化の推進、ＡＩ（人工知能）などに代表される先進技術の

活用等により効率化を図ります。 

 

◆ 代表的な指標 

指標名 
現状値 

令和６年度 

中間目標値 
令和12年度 

目標値 
令和17年度 

電子申請サービス（申請件数） 3,276件 4,400件 5,400件 

ペーパーレス化（紙購入量） 1,800万枚 800万枚 500万枚 

スマホ教室（参加人数） 281人 350人 400人 

書かない窓口（申請件数）※ 640件 36,000件 40,000件 

※ 現状値は令和６年10月から令和７年３月までの６ヶ月分の数値 

  

個別政策 
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Ⅲ つながるまち 

 

         

 

 

◆ 主な施策 

施策 施策の取組 

61 市民の利便性向上  行政窓口のデジタル化 

窓口に配置する専用タブレット端末で窓口手続をできるようにすることで

「書かない窓口」を実現し、市民の利便性の向上と事務の効率化を図ります。 

 行政手続のオンライン化 

電子申請サービスの継続的な提供、対象手続を拡充することで「行かなくと

もよい窓口」を実現し、市民が時間と場所に囚われることなく行政手続ができ

る環境づくりに取り組みます。 

 デジタル・ディバイド対策 

スマートフォン教室などのデジタル技術に慣れ親しむ機会の提供により、高

齢者等のデジタル技術に不慣れな方がデジタル技術の恩恵を享受できるよう

にするための土台づくりに取り組みます。 

62 魅力ある地域社会の 

実現 

 デジタル技術を活用した地域課題の解決 

医療・福祉・教育・子育て・防災・交通・公共施設・インフラ設備・一次産

業・観光などの様々な分野において、本市にとって有効なデジタル技術の活用

を検討のうえ実施することで、地域課題の解決に取り組みます。 

63 行政事務の効率化  ペーパーレス化の推進 

文書決裁の電子化、ノート型パソコンの配置等による会議等のペーパーレス

化により、電子データで事務が完結できるような環境整備に取り組むことで、

行政事務の効率化を図るとともに、紙資源の節約を推進します。 

 ＡＩ・ＲＰＡ等の利用推進 

ＡＩやＲＰＡ（ソフトウェアロボットによる自動化）を定型的作業に活用す

ることで、業務効率化を進め、限られた行政資源の中でも持続的な行政サービ

スを実現できるように取り組みます。 

 

◆ 主な個別計画等 

⚫ 登米市ＤＸ推進計画  
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政策の分野：４ 行財政運営 

効率的な行財政運営の推進 

 

◆ 現状と課題 

⚫ 行政運営については、事務事業の見直しを行いながら、より効率的かつ効果的な運営を目指し取

り組んでいますが、多様化・高度化する市民ニーズに対応するためには、より一層行財政改革に

取り組む必要があります。 

⚫ 本市が保有する公共施設は、類似施設が数多く存在していますが、多くは昭和40年代後半から平

成初期を中心に建設された建物であり、今後多くの施設が更新時期を迎え、建替え費用や修繕費

用の増加が予測されます。また、少子高齢化や人口減少の進展により、今後の公共施設等の利用

需要が変化していくことが見込まれています。 

⚫ 行政庁舎については、分散・狭あい化などにより、市民サービスや事務効率の低下、防災拠点等

といった、現庁舎が抱える様々な課題があります。 

⚫ 健全な財政運営を目指し、「財政調整基金残高25億円の堅持」の達成に向けて、財政健全化の取組

と、歳入に見合った持続可能な財政基盤の確立に取り組んでいます。また、今後も地方交付税な

どの依存財源に頼った厳しい財政状況が見込まれるなか、歳出では、少子高齢化の進展による社

会保障関係経費の増嵩や、老朽化した公共施設の維持修繕費など、多額の財政需要が見込まれて

います。 

 

◆ 基本方針 

市民の視点に立った質の高い行政サービスを効率的に提供するとともに、多様化・高度化する市民ニ

ーズに応えられる組織体制の構築に取り組みます。また、市民にとって利便性が高く、より良いサービ

スのあり方を検討し、事務事業の適正な見直しと経費節減に努めます。 

本市が保有する公共施設については、最適な配置と施設整備の実施に向け、施設の多機能化や複合化

等を進めながら、保有総延床面積の削減に努めます。 

さらに、財政運営については、市税等の収納率の向上に努め、将来にわたる財政需要予測を基に、中

長期的な視点から財政健全化に取り組み、一層の歳出削減と歳入確保に取り組みます。 

  

個別政策 
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◆ 代表的な指標 

指標名 
現状値 

令和６年度 

中間目標値 
令和12年度 

目標値 
令和17年度 

登米市公共施設等総合管理計画で

目標とする建物公共施設の 

保有総延床面積の縮減率（累計） 

4.2％ 21.0％ 25.0％ 

財政調整基金年度末残高 42億円 25億円 25億円 

 

◆ 代表的な指標の推移 

 

資料：登米市まちづくり推進部 財政経営課調べ（各年度） 

 

◆ 主な施策 

施策 施策の取組 

64 行政組織の適正化  行政組織の効率化 

類似業務の整理・統合や将来を見越した事業の選択と集中をより一層推進す

るとともに、市民と行政の役割を明確にし、行政組織の効率化を進めます。 

 適正な職員定数の管理 

定員適正化計画に基づく適正な職員定数の管理を行い、最少の経費で最大の

効果が得られる行政組織を目指します。 
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（続き） 

施策 施策の取組 

65 行政サービスの向上  民間活力の活用 

指定管理者制度の導入や民間事業者等への委託、民営化への転換など民間活

力の活用を促進し、行政サービスの向上と経費節減の両立を図ります。 

 職員研修の充実 

職員研修の一層の充実を図り、限られた人員でも多様化・高度化する市民ニ

ーズに的確に対応できる人材を育成します。 

 行政庁舎の機能充実 

現庁舎の様々な課題を解消し、利便性の高い行政サービスの提供と市民ニー

ズに応えるため、情報発信や市民交流の場のほか、災害時の防災拠点等として

の機能にも配慮した、市民が安心して利用できる行政機能の充実を目指しま

す。 

 近隣自治体との広域連携 

近隣自治体との広域連携により、共通する行政課題や広域的な行政需要に対

応します。 

66 効率的な行財政運営の

推進 

 行政マネジメントの推進 

本市が実施する事業を定期的かつ継続的に評価し、その結果を改善につなげ

ていくことで、効率的で効果的な行政サービスの提供を目指します。 

 財政健全化の推進 

適正な財政規模への移行と地方債残高の抑制に向けた取組を推進し、効果的

な行財政運営の構築と持続可能な財政基盤の確立を図ります。 

 公共施設の適正な管理の推進 

公共施設の多機能化や複合化を図り、時代に即した公共施設の最適な配置に

努めるとともに、施設の長寿命化・省エネ化などを図りながら、統廃合や除却

を計画的に行い、維持管理・更新等に係る経費の削減と予算の平準化に向けた

取組を推進します。 

 自主財源の確保 

市税等の収納率向上と未収納額の縮減や受益者負担の適正化を図るととも

に、未利用財産の売却や庁舎等の空きスペースの有効活用などのほか、ふるさ

と応援寄附金の拡大に向けた取組により、自主財源の確保に努めます。 
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Ⅲ つながるまち 

 

 

 

 

 

 

◆ 主な個別計画等 

⚫ 登米市行財政改革大綱・実施計画 

⚫ 登米市定員適正化計画 

⚫ 登米市人材育成基本方針 

⚫ 登米市財政健全化基本指針 

⚫ 登米市長期財政計画 

⚫ 登米市公共施設等総合管理計画 
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1  位置づけ 
 

全国的な人口減少を背景として、本市でも少子化などによる人口の減少が続いています。人口減少

が進行すると、雇用機会の減少や経済・産業の縮小と相まって地域の活力が低下し、一人一人の豊か

さが失われるおそれがあります。 

人口の減少は、市民生活に大きく影響を与えるものであり、人口減少対策は、本市における最重要

課題となっています。 

このことから「人口減少対策」を第三次登米市総合計画における 「最重要プロジェクト」として

位置付け、すべての施策が人口減少対策につながるとの考えのもと、各分野の施策を展開・連携させ

ながらその対策に取り組むこととします。 

 

 

2  基本方向 
 

人口減少が急速に進展すると、その影響が一気に表出するため、すべての課題に対応することが難

しい状況になるものと想定されます。このことから、人口減少による影響を最小限に食い止めるため

に、人口減少の進行を緩やかにする取組が必要とされます。 

併せて、全国的に人口減少が進行している中で、人口減少社会にあっても、市民一人一人が暮らし

やすさを実感し、また、地域の活力を維持していく取組が必要とされます。 

第三次登米市総合計画では、「やすらぐまち」「にぎわうまち」「つながるまち」の３つのまちづ

くりのキーワードのもと、基本計画における施策に横断的に取り組み、「人口減少を緩やかにするデ

ザイン」、人口減少社会に対応し「だれもが暮らしやすいまちをデザイン」の２つの視点から人口減

少対策に取り組みます。  
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3  人口減少対策の主な取組 
 

⑴ 人口減少幅を緩やかにするデザイン 

本市の人口減少は、少子高齢化により死亡者が出生者を上回る自然減少と年齢階層別人口の推計で、

特に15歳から24歳の年齢階層で、転出者が転入者を上回る社会減少が主な原因となっています。 

このため、人口動態における出生数の増加と健康寿命の延伸による「自然減少の抑制」、社会動態

における転入者の増加と転出者の抑制による「社会減少の抑制」に取り組み、人口減少の幅を緩やか

にします。 

 

① 結婚から出産、子育てまで切れ目のない支援をはじめとする「自然減少の抑制」 

⚫ 未婚化・晩婚化対策への取組 
施策48-① 

結婚支援の充実 

⚫ こどもを望む夫婦への支援と安心して妊娠・出産できる 

環境の整備 

施策48-② 

妊娠・出産支援の充実  

⚫ 乳幼児健診や相談事業と望ましい生活習慣の定着に向けた

親子の健康づくり 

施策６-② 

親と子の健康づくりの推進 

⚫ 就学前のこどもへの教育・保育の一体的な提供と 

就学後の放課後児童の居場所づくり 

施策48-③ 

こどもの成長に合わせた 

教育・保育環境の整備 

⚫ 各種保育サービスの充実と、 

安心してこどもを預けることができる環境整備 

施策48-④ 

多様なニーズに対応した 

子育て支援サービスの充実 

⚫ 子育て家庭が抱える不安や悩み等、 

妊娠・出産期からの相談対応 

施策48-⑤ 

支援を必要とする 

こども・家庭への支援 

⚫ 関係機関と連携した、働きながら子育てのできる 

環境づくり 

施策49-① 

仕事と生活の調和の実現に向けた 

取組 

⚫ 各種健診による健康状態の把握、更には、適塩推進事業や 

ウォーキング事業等の実施による、生活習慣病予防及び 

介護予防 

施策６-③ 

生活習慣病予防及び介護予防の推進 
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② 移住・定住の促進と雇用の確保をはじめとする「社会減少の抑制」 

⚫ 移住希望者へのワンストップでの対応と情報共有、 

きめ細かな相談体制の構築 

施策43-① 

相談窓口・サポート体制の構築 

⚫ 移住・定住に関する支援策情報等、 

本市の魅力の積極的なＰＲ 

施策43-② 

移住希望者への 

きめ細かな情報の提供 

⚫ 移住体験ツアーなどの実施、 

本市への移住の足掛かりとする二地域居住の推進 

施策43-③ 

移住体験メニューの充実と 

二地域居住の推進 

⚫ 進学や就職等で市外へ転出した若者や 

移住希望者のニーズに応じた支援策の強化と 

若者が住み続けられるよう支援策の情報発信 

施策43-④ 

Ｕ・Ｉ・Ｊターンの推進と 

若者の地域への定着の強化 

⚫ 空き家所有者への空き家バンク登録の周知徹底と 

同バンクの利活用の推進、 

地域住民等と連携した物件の掘り起こし 

施策43-⑤ 

移住に関する地域資源等の活用 

⚫ 企業立地促進奨励金などの支援や本市の魅力を活かした 

企業誘致の推進による雇用の場の創出 

施策42-① 

企業誘致の推進 

⚫ 地域の公共施設等を活用した 

コワーキングスペース等の整備による雇用の創出 

施策42-② 

都市部から地方への人の流れの促進

と新たな雇用機会の創出 

⚫ 市内企業等による新たな取組や 

地域課題解決への取組の事業化の支援 

施策41-② 

多様なビジネスの創出 

⚫ 性別にかかわりなく個性と能力を発揮できる活力ある 

まちづくりの推進、ワーク・ライフ・バランスを実現 

するための意識啓発 

施策56-① 

男女が対等に責任を担いながらまち

づくりに参画する社会の醸成 
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⑵ だれもが暮らしやすいまちをデザイン 

今後、本市においては、人口減少の幅を緩やかにする取組を進めますが、劇的な人口の増加は見込

めない状況にあります。 

本市には、豊かな自然や美しい田園風景、先人から引き継がれている歴史や文化など、都会にはな

い魅力がたくさんあります。こうした本市の魅力を守りつつ、生活環境の向上やまちのにぎわいの創

出、更にはデジタル技術の活用など、新たな展開を取り入れながら、だれもが暮らしやすく、幸せを

感じられ、住み続けたいと思えるまちづくりを進めます。 

 

① 住環境の向上 

⚫ 地域内・地域間の移動手段を各交通施策での確保と 

各交通モードとの連携によるきめ細かな移動サービスの 

構築 

施策25-① 

持続可能な公共交通ネットワークの

構築 

⚫ 公衆衛生の維持・向上などによる暮らしやすい 

生活環境づくり 

施策32-② 

生活環境の保全 

⚫ 空き家対策の推進による管理不全な状態となることを防止 
施策45-① 

空き家の適正管理 

 

② シティプロモーションや交流の促進などによる、まちの活気の創出 

⚫ 中心市街地への都市機能のゆるやかな誘導と公共施設の多

機能化等によるにぎわい・活力のあるコンパクトな中心市

街地の形成、地域拠点における生活利便施設の維持 

施策22-① 

中心市街地の活性化と 

地域拠点の振興 

⚫ 空き店舗等を活用した新規事業者の支援と事業者の 

新規マーケット開拓や商品開発、事業のステップアップ 

などの支援 

施策38-① 

商店街の空き店舗等の活用 

⚫ 商工会等と連携し、消費者ニーズに対応した店舗の魅力の

情報発信や店舗イメージアップなどの支援 

施策38-② 

商店街のにぎわい創出 

⚫ 体験・食・土産品などの観光資源の掘り起こし、 

グリーンツーリズムによる農家民宿の拡充、 

近隣地域との連携による広域的な観光プランの策定 

施策39-① 

観光の魅力創造 

⚫ 観光パンフレットの作成やＳＮＳ等を活用した 

観光物産情報の発信、自然や歴史などの本市の魅力の発信 

施策39-③ 

魅力の発信による観光客誘致 

⚫ 各種講座等で学んだ生涯学習成果を地域に生かす活動の支

援と市民に身近で親しまれる社会教育事業の推進及び参加

者数の増加と生きがいや充実感のある豊かな生活につなげ

る取組 

施策46-② 

学びの成果を生かせる活動への支援 

⚫ 日常的に身体活動やスポーツ活動を行う習慣づくりを 

推進し、心身の健康と体力・運動能力を向上 

施策47-① 

生涯にわたるスポーツ活動の推進 

⚫ コミュニティ組織等の市民活動及び地域づくり活動の 

活性化 

施策54-① 

多様な主体との協働による 

まちづくりの推進 
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③ デジタルを活用した利便性の向上 

⚫ 窓口に配置するタブレット端末による「書かない窓口」の

実現 

施策61-① 

行政窓口のデジタル化 

⚫ 電子申請サービスの提供と対象手続きの拡充による 

「行かなくともよい窓口」を実現し、時間と場所に 

とらわれることのない行政手続きの環境づくり 

施策61-② 

行政手続きのオンライン化 

⚫ スマートフォン教室などのデジタル技術に慣れ親しむ機会

の提供による、デジタル技術に不慣れな方がデジタル技術

の恩恵を享受できる土台作り 

施策61-③ 

デジタル・ディバイド対策 

 

 



 

 

  


